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第１章 はじめに   

第１章 はじめに 1 

１ 計画策定の背景と趣旨 2 

 3 

本県では、現在の子どもたちが親の世代になる30年先を視野に、復興を成し遂げ、4 

地方創生を実現し、全国に誇れる水準の保健・医療・福祉により支えられている、こ5 

の理想のふくしまの実現を目指し、福島県保健医療福祉復興ビジョンに基づき、「全て6 

の県民が心身ともに健康で、幸福を実感できる県づくり」を理念とし、施策を推進し7 

ています。 8 

このような中、これまで「新生ふくしま健康医療プラン（第三期福島県医療費適正9 

化計画）」（計画期間：平成30年度から令和5年度）を策定し、県民の生活の質の維10 

持及び向上の推進と良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ってきま11 

した。 12 

しかし、震災以降、少子高齢化が進行し、医療・福祉を支える専門職の人材不足も13 

思うように回復しないなど、医療を取り巻く状況は依然として厳しい状態が続いてい14 

ます。 15 

また、県民の生活習慣病のリスクが高まっているほか、要介護認定率が全国平均を16 

上回り増加している状況にあるなど、健康に関する指標の悪化が懸念されております。 17 

このため、医療機能の適切な分化・連携を進め、切れ目ない医療が受けられる効率18 

的で質の高い医療提供体制の構築とともに、誰もが安心して自分らしい暮らしを営む19 

ことができるよう、地域包括ケアシステムの構築を通じ、医療、介護、介護予防、住20 

まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される社会づくりを目指します。 21 

また、避難区域等の住民の帰還に欠かせない医療・福祉を確保するため、専門職の22 

人材確保を含めたサービス提供体制の再構築や心のケア等被災者支援にも引き続き取23 

り組みます。 24 

さらに、健康寿命の延伸に資する多様な施策を展開するとともに、県民全体の健康25 

に関する意識づけを強化することにより、社会全体として、個人の健康を支え、守る26 

環境づくりに努め、ライフステージをとおして健康になれる「全国に誇れる健康長寿27 

の県づくり」を目指します。 28 

本計画は、こうした施策を展開していくに当たって、「県民の健康の保持の推進」と29 

「医療の効率的な提供の推進」に関する目標及び目標を達成するための具体的な方策30 

を示すことによって、施策の実効性を高め、震災から立ち上がろうとする県民一人ひ31 

とりが、元気で健康であり幸せを実感できるふくしまを創生できるよう策定すること32 

とします。 33 

そして、計画の実行を通じて、県民生活の質の維持・向上と合わせて、今後の医療34 

費の過度の増大を抑え、持続可能な医療提供体制を確保していきます。 35 

1



第１章 はじめに   

２ 計画の位置づけ 1 

 2 

「福島県総合計画」のもとに策定される部門別計画として、「福島県保健医療3 

福祉復興ビジョン」があり、本計画は「福島県保健医療福祉復興ビジョン」の4 

もとに策定される個別計画で、本県の医療費適正化の基本となるものです。 5 

 6 

医療費適正化計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第９条第１項の規定7 

に基づき、都道府県が定めることとされている計画です。 8 

 9 

「第２期福島県復興計画」及び保健、医療、介護等に関して県が策定する以10 

下の各種計画等と相互に調和を図ることとします。 11 

 12 

「第三次健康ふくしま 21 計画（福島県健康増進計画）」との調和 13 

生活習慣病対策に係る目標及び取組の内容が、本計画における県民の健康の14 

保持の推進に関する目標及び取組の内容と整合し、両者が相まって高い予防効15 

果を発揮するようにします。 16 

 17 

「第８次福島県医療計画」との調和 18 

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に係る目標及び取組の内19 

容と、本計画における医療の効率的な提供の推進に関する目標及び取組の内容20 

とが整合し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供する体制が実現さ21 

れるようにします。 22 

 23 

「第九次福島県介護保険事業支援計画」との調和 24 

介護給付等対象サービスの量の見込み、介護保険施設等の整備等に関する取25 

組及び医療と介護の連携等に関する取組の内容と、本計画における医療と介護26 

の連携等に関する取組の内容とが整合し、介護給付等対象サービスを提供する27 

体制の確保及び地域支援事業の実施が図られるようにします。 28 

 29 

「福島県国民健康保険運営方針」との調和 30 

国民健康保険の医療費及び財政の見通しに関する事項、医療費適正化の取組31 

の内容と、本計画における県民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の32 

推進に関する目標及び取組の内容とが整合し、国民健康保険の安定的な財政運33 

営及び効率的な運営の推進が図られるようにします。 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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第１章 はじめに   

図１「第四期福島県医療費適正化計画」との関連計画等との関係 1 

 2 

 3 

３ 計画期間 4 

 5 

本計画は、令和６年度から令和１１年度までの６年間を計画期間とします。 6 

 7 
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第２章 基本理念   

第２章 基本理念 1 

１ 基本理念 2 

 3 

本県の保健・医療・福祉を取り巻く環境は、急激に進む人口減少や少子高齢4 

化などの全国的な課題に加え、東日本大震災や原子力災害の影響という特殊性5 

が加わり、様々な要素が絡み合った他県に類を見ない複雑な様相を呈していま6 

す。 7 

このような状況において、現在の子どもたちが親の世代になる３０年先を視8 

野に、復興を成し遂げ、地方創生を実現し、全国に誇れる水準の保健・医療・9 

福祉により支えられている、この理想のふくしまの実現を目指し、次の視点に10 

立って計画を策定し推進していきます。 11 

 12 

２ 計画策定の視点 13 

 14 

○ 東日本大震災と原子力災害からの復興 15 

 東日本大震災や原子力災害を克服し、全国に誇れる水準の保健・医療・福16 

祉により、本県社会が支えられていくこと。 17 

 18 

○ 今後の人口構成の変化への対応 19 

 ７５歳以上人口の急速な増加及び生産年齢人口の減少の加速など、人口構20 

成の変化を見据え、良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すこと。 21 

 22 

○ 目標及び施策の達成状況等における適切な評価 23 

 計画の初年度と最終年度を除く毎年度、進捗状況を評価し、計画の最終年24 

度には、進捗状況の調査及び分析を行うこと。 25 

 26 

○ 県民生活の質の確保・向上 27 

 予防を重視した健康づくりの取組をさらに推進するとともに、良質かつ適28 

切な医療の効率的な提供による県民生活の質の確保・向上を目指すこと。 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

全ての県民が心身ともに健康で、 

幸福を実感できる県づくり 

4



第２章 基本理念   

○ 健康寿命※1の延伸 1 

 健康長寿の実現に不可欠な３本柱（食、運動、社会参加）を基本とした、2 

県民総ぐるみの施策・事業を推進し、健康づくりに根差した地域づくりを目3 

指すこと。 4 

 5 

○ 全県民の参加・連携 6 

 県民を中心として、保健・医療・福祉関係当事者すべてがそれぞれの役割7 

を認識し、相互に連携・協力することで計画の実効性を高めること。 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

※1 健康寿命：日常生活に制限のない期間。 40 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

第３章 医療費を取り巻く現状と課題 1 

１ 医療費を取り巻く現状 2 

 3 

（１） 東日本大震災、原子力災害からの復興状況 4 

 5 

 平成 26 年 4 月から「居住制限区6 

域※2」「避難指示解除準備区域※3」に7 

おける避難指示が段階的に解除され、8 

帰還に向けた動きが進んでいます。 9 

 10 

 また、原子力災害による避難者数11 

は、平成 24 年 5 月の 16.5 万人（自12 

主避難も含む）をピークに減少を続13 

け、現在、約 2.7 万人の方々が避難し14 

ています（令和５年９月時点）。 15 

 16 

 さらに、東日本大震災・原子力災害17 

の発生後、若い世代を中心に県外へ人18 

口が流出しました。震災後 12 年が19 

経過し、社会動態※4 は平成 25 年に20 

震災前の水準に戻ったものの、人口減21 

少は続いており、本県では、国の傾向より、人口減少・高齢化の進行の度合いは22 

深刻であると考えられます。 23 

 24 

図３ 福島県の転入・転出超過数の推移 25 

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省統計局） 26 

 27 
 28 
 29 
※2 居住制限区域：将来的に住民が帰還し、コミュニティを再建することを目指して、除染を計画的に30 

実施するとともに、早期の復旧が不可欠な基盤施設の復旧を目指す区域。 31 
※3 避難指示解除準備区域：復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の方が帰還できるための環32 

境整備を目指す区域。 33 
※4 社会動態：都道府県別人口においては、「都道府県間転入者数－都道府県間転出者数」。 34 

資料：福島県 避難地域復興課 

 
-9,000

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000
平成28(2016)年 平成29(2017)年 平成30(2018)年 令和元(2019)年 令和2(2020)年 令和3(2021)年 令和4(2022)年

転
入
超
過
／
転
出
超
過

老年人口（65歳-） 生産年齢人口（15-64歳）
年少人口（0-14歳）

図２ 避難指示区域の概念図 
（令和５年５月 1 日時点） 

6



第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

 医療や福祉の提供体制については、避難指示区域等の設定に伴い、今もなお1 

多くの医療機関、高齢者等の入所施設、介護事業所等が休止や廃止を余儀なく2 

されているほか、地元市町村外で再開した施設等があります。 3 

 医療機関について、双葉地域では、令和５年２月に「双葉町診療所」が開設4 

され、８町村全てに診療所が再開しましたが、引き続き帰還及び復興の推進に5 

応じた医療ニーズへの対応が必要です。 6 

 また、避難指示区域等が解除され、施設が再開されても医療・介護を担う人7 

材不足が深刻なほか、採算を確保することが困難な状況です。 8 

 9 

 さらに、東日本大震災の発生以降、要介護（要支援）認定者や内臓脂肪症候10 

群（以下、「メタボリックシンドローム※5」という。）該当者が急増し、その後11 

も高い水準のまま増加を続け、県民の健康状態は悪化しています。 12 

 13 

図４ メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合の年次推移14 

 15 

資料：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 16 

図５-1 要介護（要支援）認定者の割合の年次推移 17 

 18 

※各年度末現在のデータ 19 

資料：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 20 

 21 

※5 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）：内臓脂肪による肥満の人が、糖尿病、高血圧、脂質22 
異常症等の生活習慣病になる危険因子を複数併せ持っている状態のこと。23 
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（２） 人口・人口動態 1 

 2 

ア 人口 3 

本県の総人口は平成 27 年からの 15 年間で約 1 割減少、30 年間で約 3 割4 

減少すると推計されています。特に 75 歳以上の後期高齢者人口割合は、平成5 

27 年からの 20 年間で 1.3 倍となり、その後は減少に転じると推計されてい6 

ます。また、15 歳から 64 歳の生産年齢人口は少子化の影響により平成 27 年7 

からの15年間で約2割、30年間で約4割と急速な減少が推計されています。 8 

 9 

図６-１ 福島県の総人口及び高齢者人口等の推計 10 

 11 

図６-２ 福島県の年齢区分別人口割合の推計 12 

 13 

資料：日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 14 

 15 
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平均寿命は年々伸びることが予測されていますが、本県においては、将来も1 

男女ともに全国平均を下回ることが予測されています。 2 

また、令和元年の健康寿命は、男性 72.28 歳、女性 75.37 歳であり、男性3 

が全国 35 位、女性が全国 30 位となっています。 4 

 5 

図７ 福島県の将来の平均寿命の推計 6 

 7 

資料：日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 8 

図８ 福島県の健康寿命の推移 9 

 10 

資料：厚生労働科学研究 健康寿命のページ 11 

 12 

イ 死因別死亡率の分析        図９ 福島県の主な死因別死亡数の割合 13 

 14 

令和 4 年は、生活習慣病※6による死亡数15 

が半数近くを占めます。 16 

悪性新生物（がん）が最も多く、メタボ17 

リックシンドロームに関連する疾患（心疾18 

患、脳血管疾患、腎不全）が上位 10 位以19 

内に続きます。 20 

 21 

 22 

資料：令和４年人口動態調査（厚生労働省） 23 
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がんの主要部位別年齢調整死亡率※7（人口 10 万対）の推移では、肺がん1 

は、男性では減少傾向、女性では横ばいの推移となっています。胃がんは、男2 

女ともに減少傾向であるものの、全国平均より高い状況です。大腸がんは、横3 

ばい傾向。乳がん及び子宮がんは増加傾向です。 4 

 5 

図１０-１ がんの主要部位別年齢調整死亡率の推移（人口 10万対）  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

資料：人口動態調査特殊報告（厚生労働省） 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

※6 生活習慣病：食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾21 
患。例えば、がん、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等。 22 

※7 年齢調整死亡率：年齢構成の異なる地域間で、死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した23 
死亡率をいう。年齢構成の異なる集団について、より正確な地域間比較や年次比較が可能になる。 24 

25 
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※令和 5 年 12 月に令和 2 年データが公表されるため、公表後に修正を行う。 
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急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（人口 10 万対）は、全国では減少傾向にあ1 

りますが、本県では横ばいの推移となっており、全国との差が拡大していま2 

す。 3 

 脳血管疾患及び糖尿病の年齢調整死亡率（人口 10 万対）は、全国平均と同4 

様減少傾向にあるものの、全国平均より高い状況です。 5 

 6 

図１０-２ 急性心筋梗塞の年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対） 7 

 8 

図１０-３ 脳血管疾患の年齢調整死亡率の推移（人口 10万対） 9 

 10 

図１０-４ 糖尿病の年齢調整死亡率の推移（人口10 万対） 11 

 12 

資料：人口動態調査特殊報告（厚生労働省） 13 

 14 

 15 

 16 
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※令和 5 年 12 月に令和 2 年データが公表されるため、公表後に修正を行う。 
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（３） 医療費の状況 1 

 2 

ア 県民医療費※8 3 

 4 

県民医療費は令和元年度まで横ばいで推移していましたが、令和２年度には5 

総額・入院・入院外医療費ともに減少しています。 6 

人口１人当たりの県民医療費※9 は、全国平均を下回っており、全国平均と同7 

様の傾向で推移しています。令和 2 年度は、33 万 3,200 円で、全国で 17 番8 

目に低い医療費となっています。 9 

図１１-１ 県民医療費の推移 10 

 11 

図１１-２ 人口 1 人当たり県民（国民）医療費の推移12 

 13 

図１１-３ 人口 1 人当たり県民（国民）医療費（令和 2 年度） 14 

 15 

資料：国民医療費（厚生労働省） 16 

※上記図については公表データを使っており、年齢構成の相違分は補正されていません。 17 
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イ 市町村国保 1 

 2 

 市町村国保の１人当たり医療費※10は、全国平均を下回っており、全国平均3 

と同様の傾向で推移しています。令和３年度は 3８万 2,019 円で、全国で 124 

番目に低い医療費となっています。診療費も入院、入院外、歯科ともに全国平5 

均より低くなっています。 6 

 また、令和 3 年度の市町村国保の 1 人当たり医療費の市町村別では、最大7 

と最小では約 2.3 倍の差があります。 8 

図１２-１ 市町村国保の 1 人当たり医療費の推移 9 

 10 

図１２-２ 市町村国保の 1 人当たり医療費（令和 3 年度） 11 

 12 

図１２-３ 市町村国保の 1 人当たり医療費の診療種別内訳（全国平均との差） 13 

（令和 3 年度） 14 

 15 

資料：国民健康保険事業状況報告（年報）（厚生労働省） 16 
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図１２-４ 市町村国保の 1 人当たり医療費（市町村別）（令和2 年度） 1 

 2 

資料：医療費の地域差分析（厚生労働省） 3 

※上記図については公表データを使っており、年齢構成の相違分は補正されていません。 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

※ 8 県民（国民）医療費：年度内の医療機関等における保険診療対象となり得る傷病の治療に要した費28 
用を推計するもので、公費を含んだ保険給付費、生活保護など公費負担医療費、窓口自己負担を足29 
したもの。健康診断、正常な出産の費用、市販薬購入などは含まない（都道府県別集計は 3 年毎30 
に実施）。 31 

※ 9 1 人当たりの県民医療費：「医療費/総務省統計局「国勢調査」又は「人口推計」の人口」 32 
※10 市町村国保の 1人当たり医療費：「医療費/市町村国保被保険者数」 33 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

檜
枝
岐
村

湯
川
村

浅
川
町

中
島
村

矢
吹
町

只
見
町

西
郷
村

福
島
市

西
会
津
町

郡
山
市

会
津
若
松
市

玉
川
村

田
村
市

塙
町
白
河
市

北
塩
原
村

矢
祭
町

本
宮
市

鮫
川
村

三
春
町

須
賀
川
市

会
津
坂
下
町

伊
達
市

会
津
美
里
町

鏡
石
町

三
島
町

石
川
町

南
会
津
町

二
本
松
市

磐
梯
町

棚
倉
町

昭
和
村

新
地
町

国
見
町

泉
崎
村

い
わ
き
市

天
栄
村

古
殿
町

喜
多
方
市

飯
舘
村

大
玉
村

猪
苗
代
町

川
俣
町

相
馬
市

桑
折
町

平
田
村

楢
葉
町

下
郷
町

柳
津
町

南
相
馬
市

小
野
町

大
熊
町

富
岡
町

浪
江
町

双
葉
町

葛
尾
村

金
山
町

川
内
村

広
野
町

入院 入院外 歯科

最小 204 

最大 464 

(千円) 

14



第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

ウ 後期高齢者医療※11 1 

 2 

 後期高齢者医療の 1 人当たり医療費は、全国平均を下回っており、全国平均3 

と同様の傾向で推移しています。令和 3 年度は 81 万 7,047 円で、全国で 54 

番目に低い医療費となっています。診療費も入院、入院外、歯科ともに全国平均5 

より低くなっています。 6 

図１３-１ 後期高齢者医療の 1人当たり医療費の推移 7 

 8 

図１３-２ 後期高齢者医療の 1人当たり医療費（令和 3年度） 9 

 10 

図１３-３ 後期高齢者医療の 1人当たり診療費（令和 3年度） 11 

 12 

資料：後期高齢者医療事業状況報告（年報）（厚生労働省） 13 

※上記図については公表データを使っており、年齢構成の相違分は補正されていません。 14 

 15 

 16 

※11 後期高齢者医療：75 歳以上が被保険者（平成 20 年4 月創設）。 17 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

エ 市町村国民健康保険と後期高齢者医療制度 1 

 2 

人口の年齢構成相違分を補正した地域差指数による１人当たり医療費につい3 

て、都道府県別比較では、本県は他県よりも低くなっていますが、市町村別に4 

比較すると、避難区域等９町村では医療費が高い状況です。 5 

 6 

図１４-１ 都道府県別地域差指数の診療種別寄与度※12 7 

（市町村国民健康保険＋後期高齢者医療制度）（令和 3 年度） 8 

 9 

資料：医療費の地域差分析（厚生労働省） 10 

図１４-２ 市町村別地域差指数の診療種別寄与度 11 

（市町村国民健康保険＋後期高齢者医療制度）（令和 2 年度） 12 

 13 

資料：医療費の地域差分析（厚生労働省） 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

※12 地域差指数の診療種別寄与度：医療費の地域差を表す指標として、一人当たり医療費について、人23 
口の年齢構成の相違分を補正し、全国平均を 1 とした地域差指数から乖離（地域差指数-1）を診24 
療種別に内訳を示したもの。 25 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

オ 受療率※13 1 

 2 

 本県の受療率（人口 10 万対）は、入院・外来ともに 75 歳以上が最も多く3 

なっています。加齢とともに入院では「脳血管疾患」「心疾患」、外来では「高4 

血圧性疾患」が増加しています。 5 

 6 

図１５-１ 福島県の受療率（人口 10万対・入院）（令和 2 年） 7 

 8 

図１５-２ 福島県の受療率（人口 10万対・外来）（令和 2 年） 9 

 10 

資料：患者調査（厚生労働省） 11 

 12 

カ その他 13 

 14 

 本県では、子どもの健康を守り県内で安心して子どもを生み、育てやすい環15 

境づくりを進めるため、平成 24 年 10 月 1 日より市町村と連携し、18 歳以16 

下の医療費を無料化しています。 17 

 また、原子力災害に伴う避難指示区域等の被災者（対象要件あり）の医療費18 

について、窓口での一部負担金が免除されていますが、令和 5 年度より、段階19 

的な見直しが開始されています。 20 

 21 

 22 

 23 
※13 受療率：一定期間に医療機関において、対象疾病に係る治療を受けた患者の人口に占める割合。 24 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

（４） 県民の健康の保持の推進に関する状況 1 

 2 

ア 特定健康診査・特定保健指導等 3 

本県の特定健康診査の実施率は 56.3％で全国平均並み、特定保健指導実施率4 

は 27.1％で全国平均を上回っています。特定健康診査の受診者のうち、メタボ5 

リックシンドローム該当者が 19.2％、予備群者が 12.7％で、いずれも全国平6 

均を上回り、メタボリックシンドローム該当者と予備群者を合わせると沖縄県、7 

宮城県に次いで全国で 3 番目に多い状況になっています。 8 

また、肥満度を測る指標である BMI の平均値（平成 28 年国民健康・栄養調9 

査）は、男性が全国で 2 番目、女性が 1 番目に高い状況となっています。 10 

 11 

図１６-１ 特定健康診査実施率（令和 3年度） 12 

 13 

図１６-２ 特定健康保健指導実施率（令和 3年度） 14 

 15 

図１６-３ メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合（令和 3 年度） 16 

 17 
資料：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 18 

 19 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

また、受診者のうち高血圧症の治療薬を内服されている方は 14.6％と、全国1 

で 8 番目に多い状況、糖尿病の治療薬を内服されている方は 1.7％と、全国で2 

10 番目に多い状況となっています 。 3 

 4 

図１６-４ 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合（令和 3 年度） 5 

 6 

図１６-５ 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合（令和 3年度） 7 

 8 
資料：特定健診・保健指導実施状況分布（都道府県別及び全国）（厚生労働省） 9 

 10 

高血圧の要因とされる 20 歳以上の食塩摂取量は、男性 11.9ｇ、女性 9.911 

ｇで、男女ともに全国で２番目に多くなっており、全国の目標値である令和 1412 

年度までに 7g（健康日本 21（第三次））を大幅に超えている状況です。 13 

 14 

図１７ 食塩摂取量の平均値（20 歳以上、性・都道府県別、年齢調整）（平成 28年） 15 

 16 
注：熊本県は調査を実施していない。 17 

資料：国民健康・栄養調査（厚生労働省） 18 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

イ 喫煙に関する状況 1 

 2 

喫煙による健康被害は、国内外の多数の科学的知見により因果関係が確立し3 

ており、肺がんをはじめとするがんや COPD などの呼吸器系疾患、糖尿病、周4 

産期の異常等の原因となっており、予防できる最大の死因です。 5 

また、受動喫煙も、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息などの原因と6 

されています。 7 

禁煙することによる健康改善効果についても明らかにされており、喫煙関連8 

疾患のリスクが禁煙後の年数とともに確実に低下するとされています。 9 

 10 

本県の喫煙率は男女計 21.4％で、全国平均 16.1％より高く、全国で最も高11 

い状況となっています。男性の喫煙率は 33.2％、女性の喫煙率は 10.5％で、12 

男女とも、全国的には減少傾向にある中、ほぼ横ばいで推移しています。 13 

 14 

図１８-１ 成人喫煙率の全国比較（令和 4 年） 15 

 16 

図１８-２ 成人喫煙率の推移 17 

 18 
資料：国民生活基礎調査（厚生労働省） 19 

 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

ウ 予防接種の状況 1 

 2 

 令和３年度の麻しん・風しんワクチン接種率※14は、第Ⅰ期 93.1％、第Ⅱ期3 

94.1％で、第Ⅰ期、第Ⅱ期ともに全国平均とほぼ同じ接種率となっています。  4 

 都道府県別では、第Ⅰ期は全国 31 位、第Ⅱ期は全国 30 位となっています。 5 

 6 

図１９-１ 第Ⅰ期・第Ⅱ期麻しん・風しんワクチン接種率の推移 7 

 8 

図１９-２ 第Ⅰ期麻しん・風しんワクチン接種率（令和 3 年度） 9 

 10 

図１９-３ 第Ⅱ期麻しん・風しんワクチン接種率（令和 3 年度） 11 

 12 
資料：麻しん風しん予防接種の実施状況（厚生労働省） 13 

 14 

 15 

※14 麻しんワクチン接種率：「MR ワクチン接種者数+麻しん単抗原ワクチン接種者/各年 10 月1 日現16 
在の対象者数×100」 17 

   風しんワクチン接種率：「MR ワクチン接種者数+風しん単抗原ワクチン接種者/各年 10 月1 日現18 
在の対象者数×100」 19 

   接種率100％を超えるのは、対象者把握時点以降の転入による接種者が含まれるため。 20 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

エ 生活習慣病の重症化に関する状況 1 

 全国的に高齢化が進む中で生活習慣と社会環境の変化に伴う糖尿病患者数の2 

増加が課題となっています。本県の糖尿病の１人当たり入院外医療費は、1 万3 

3,918 円と全国で 5 番目に高く、受療率は全国で６番目に低い状況となってい4 

ます。 5 

新規透析患者数に占める糖尿病性腎症が原因である者の割合は、全体の約半6 

数を占め、全国値より高い割合で推移しています。 7 

 8 

図２０-１ 1 人当たり糖尿病入院外医療費の都道府県別状況 9 

（令和 3 年度人口 1人当たりの「糖尿病患者の医療費」（0 歳以上）） 10 

 11 
資料：医療費適正化基本方針の改正・医療費適正化計画について（厚生労働省） 12 

図２０-２ 糖尿病受療率（人口 10 万対）（令和2 年） 13 

 14 
資料：患者調査（厚生労働省） 15 

図２０-３ 新規透析導入患者の推移 16 

 17 
資料：日本透析医学学会「新規透析入院患者と糖尿病性腎症について」 18 

注：統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが、結果の利用、解析、結果および解釈19 
は県が独自に行っているものであり、日本透析医学会の考えを反映するものではない。20 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

オ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病、介護の状況 1 

 2 

＜高齢に伴う疾患の状況＞ 3 

 高齢期には生活習慣病の予防対策に併せて、心身機能の低下に起因した疾病4 

に対する予防の重要性が指摘されています。 5 

 介護が必要となった原因を見ると、75 歳以上では、認知症や骨折・転倒、高6 

齢による衰弱などフレイル※15を起因とする疾患が増加しています。 7 

 8 

図 21 介護が必要となった主な原因（令和 4 年度） 9 

 10 

資料：国民生活基礎調査（厚生労働省） 11 

 12 

 高齢化に伴い増加する疾患（フレイル、ロコモティブシンドローム※16）に関13 

係する、筋骨格系及び結合組織の疾患※17の受療率は、全国平均を下回っていま14 

す。 15 

図 22 筋骨格系及び結合組織の疾患受療率（65 歳以上・人口 10万対）（令和 2 年） 16 

 17 

資料：患者調査（厚生労働省） 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

＜介護認定の状況＞ 1 

 要介護認定状況は、年々増加傾向にあり、全国平均との差は小さくなっている2 

ものの、全国平均を上回って推移しています。 3 

 4 

（再掲）図 5-1 要介護（要支援）認定者の割合の年次推移 5 

 6 

※各年度末現在のデータ 7 

資料：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 8 

 9 

 本県の介護認定者数は、加齢とともに増加しています。また、90 歳以上を10 

除く全ての年代で、要介護 1 及び要介護 2 の認定者が多くなっています。 11 

図 5-2 要介護認定者数の状況（令和 3 年度） 12 

 13 
資料：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 14 

 15 

※15 フレイル：加齢により「運動機能」「認知機能」等が低下、心身の虚弱性が出現し、生活機能が障害16 

され「要介護」リスクの高い状態になること。一方、適切な介入・支援により、生活機能の維持向17 

上が可能な状態。 18 

※16 ロコモティブシンドローム：「運動機能の障害」により「要介護」リスクの高い状態になること。 19 

※17 筋骨格系及び結合組織の疾患：膝関節、股関節等の関節障害、痛風、リウマチや骨・軟骨障害な20 

ど。21 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

カ その他の予防・健康づくりの推進に関する状況 1 

 2 

＜がん検診＞ 3 

対策型がん検診※18受診率（種別毎）の推移は、令和 2 年度にかけて全てのが4 

ん検診で減少していましたが、令和 3 年度には受診率が向上しています。 5 

また、要精密検査者の対策型精密検査受診率は、平成 30 年以降、横ばいで推6 

移し、大腸がんは種別の中で最も低い 70％台で推移しています。 7 

  8 

図２3-１ 福島県の対策型がん検診受診率の推移（種別毎） 9 

 10 

図２3-２ 福島県の対策型がん検診要精密検査者の精密検査受診率の推移（種別毎） 11 

 12 

資料：がん検診の受診率・精度管理等（福島県） 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

※18 対策型がん検診：健康増進法に基づく市町村事業のがん検診です。この他、職域におけるがん検診23 
として、保険者や事業主による任意型がん検診が行われています。  24 

 

肺がん（33.0％）

子宮頸がん（44.7％）

乳がん（45.8％）

大腸がん（30.5％）

胃がん（31.7％）

20.0

30.0

40.0

50.0

平成29(2017)年度 平成30(2018)年度 令和元(2019)年度 令和2(2020)年度 令和3(2021)年度

（％）

 

胃がん （85.2%）

肺がん（83.7%）

大腸がん（72.0%）

乳がん（90.6%）

子宮頸がん（88.6%）

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

平成28(2016)年度 平成29(2017)年度 平成30(2018)年度 令和元(2019)年度 令和2(2020)年度

（％）

25



第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

＜歯科＞ 1 

3 歳児のう蝕のない者の割合は、85.16%と改善傾向にあるものの、全国 412 

位となっています。 3 

 60 歳で自分の歯を 24 歯以上有する者の割合は、令和 2 年度にかけて減少4 

しましたが、令和 3 年度には 79.8%と回復しています。 5 

 6 

図２4-１ 3歳児のう蝕のない者の割合の推移 7 

 8 

資料：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省） 9 

図２4-２ 福島県の 60歳で自分の歯を 24 歯以上有する者の割合の推移 10 

 11 

資料：福島県歯科保健情報システム 12 

 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

（５） 医療の効率的な提供の推進に関する状況 1 

 2 

ア 後発医薬品（ジェネリック医薬品）※19及びバイオ後続品※20の使用状況 3 

 4 

本県の令和 3 年度における処方薬に占める後発医薬品の割合は、数量ベース5 

で 83.3％と全国平均より高く、医療費適正化計画基本方針で示されている目標6 

値 80%を超えています。 7 

制度別の後発医薬品の割合は、全ての制度で全国平均を上回っており、公費に8 

おいても全国平均とほぼ同じになっています。 9 

 10 

図２5-１ 処方薬に占める後発医薬品の割合（令和 3 年度） 11 

 12 

図２5-２ 処方薬に占める後発医薬品の割合（制度別）（令和 3年度） 13 

 14 

資料：令和 3 年度調剤医療費の動向（厚生労働省） 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

※19 後発医薬品：先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認された医薬品。一般的21 
に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっている。 22 

※20 バイオ後続品：バイオ医薬品とは微生物や動物細胞等を利用して生産される医薬品のことで、先行23 
バイオ医薬品と同等／同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として製造販売が承認された医24 
薬品のこと。 25 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

 本県の令和 3 年度におけるバイオ後続品の数量割合は、入院外・調剤で1 

29.0%と全国平均より低く、入院・DPC※21で 61.4％と全国平均より高くなっ2 

ています。 3 

 4 

図 26-1 バイオ後続品数量シェア割合（入院外・調剤）（令和3 年度） 5 

 6 

図 26-2 バイオ後続品数量シェア割合（入院・DPC）（令和 3年度） 7 

 8 

資料：医療費適正化計画 都道府県提供データ 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

※21 DPC：急性期入院医療を対象とする診断分類に基づく、１日当たりの包括払い制度のこと。従来の22 
入院費は、診療行為（投薬・検査・手術料など）ごとに計算する出来高払い方式としていたが、23 
DPC では、「1 日の定額料×入院日数＋一部の出来高評価料」で入院費が計算される。 24 

 25 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

イ 重複投与※22等の状況 1 

 2 

重複投与の割合は、全国平均より低くなっています。 3 

制度別では、共済組合、健保組合、協会（協会けんぽ及び船員保険）で高い割4 

合となっています。 5 

 6 

 図２7-１ 重複投与の割合（薬剤費ベース）（令和 3 年度） 7 

 8 

図２7-２ 福島県の重複投与の割合（保険者別,薬剤費ベース）（令和 3年度） 9 

 10 
・国保：国民健康保険団体連合会で審査支払がされるレセプトの集計（市町村国保、国保組合） 11 

 ・後期：国民健康保険団体連合会で審査支払がされるレセプトの集計（後期高齢者医療） 12 
 ・協会：社会保険診療報酬支払基金で審査支払がされるレセプトの集計（協会けんぽ、船員） 13 
 ・組合：社会保険診療報酬支払基金で審査支払がされるレセプトの集計（健保組合） 14 
 ・共済：社会保険診療報酬支払基金で審査支払がされるレセプトの集計（共済組合） 15 

資料：医療費適正化計画 都道府県提供データ 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

※22 重複投与：複数の医療機関から、同じ薬効の薬を重複して投与を受けること。 26 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

複数種類の医薬品の投与割合は、全国平均より高くなっており、制度別では、1 

特に後期高齢者医療、国保（市町村国保、国保組合）で高い割合となっています。 2 

多くの種類の医薬品を併用することは、副作用の発生や医薬品の飲み残しな3 

どにつながっているとの指摘があります。 4 

一方、複数投与が少なければ適切であるということではなく、適切な投薬管理5 

がなされていることが重要となります。 6 

 7 

図２8-１ 複数種類の医薬品の投与割合（薬剤費ベース）（令和3 年度） 8 

 9 

図２8-２ 福島県の複数種類の医薬品の投与割合（保険者別,薬剤費ベース） 10 

（令和 3 年度） 11 

 12 
・国保：国民健康保険団体連合会で審査支払がされるレセプトの集計（市町村国保、国保組合） 13 

 ・後期：国民健康保険団体連合会で審査支払がされるレセプトの集計（後期高齢者医療） 14 
 ・協会：社会保険診療報酬支払基金で審査支払がされるレセプトの集計（協会けんぽ、船員） 15 
 ・組合：社会保険診療報酬支払基金で審査支払がされるレセプトの集計（健保組合） 16 
 ・共済：社会保険診療報酬支払基金で審査支払がされるレセプトの集計（共済組合） 17 

資料：医療費適正化計画 都道府県提供データ 18 

 19 

 20 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

ウ 医療資源の活用状況 1 

 2 

 急性気道感染症※23及び急性下痢症※24に対する抗菌薬処方の一人当たり薬剤3 

費は、どちらも全国平均を下回っています。 4 

 急性気道感染症に対する処方は全国で 14 番目に低く、急性下痢症に対する5 

処方は全国で 4 番目に低くなっています。 6 

 7 

図 29-1 急性気道感染症に対する抗菌薬処方の一人当たり薬剤費 8 

（令和元年度） 9 

 10 

図 29-2 急性下痢症に対する抗菌薬処方の一人当たり薬剤費 11 

（令和元年度） 12 

 13 
資料：医療費適正化計画 都道府県提供データ 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

※23 急性気道感染症：かぜなどの症状を引き起こすウイルスに感染し、上気道でウイルスが増えると、25 
鼻水・くしゃみ・喉の痛みなどの症状を引き起こすこと。 26 

※24 急性下痢症：ウイルスや細菌の感染により引き起こされる急性下痢の症状のこと。 27 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

 白内障治療のレセプト件数のうち、入院外が占める割合は 31.8%と全国平1 

均よりも低く、全国 46 位となっています。 2 

 化学療法の入院外による一人当たり実施件数は、81.6 と全国平均を下回っ3 

ており、全国 43 位となっています。 4 

 5 

図 30-1 白内障レセプト件数のうち、入院外が占める割合 6 

（令和元年度） 7 

 8 

図 30-2 年齢調整後の化学療法の一人当たり実施件数（入院外） 9 

（令和元年度） 10 

 11 
※100 を上回ると性・年齢調整後の人口規模に対して当該の医療提供が多く、100 を下回ると少ない。 12 

資料：医療費適正化計画 都道府県提供データ 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

エ 医療・介護の連携 1 

 2 

＜介護の状況＞ 3 

 介護が必要となった主な原因では、65～74 歳では、「脳血管疾患」「関節疾4 

患」「認知症」の順に多く、75 歳以上では、「認知症」「骨折・転倒」「高齢に5 

よる衰弱」の順に多くなっています。 6 

 7 

（再掲）図 21 介護が必要となった主な原因（令和 4 年度） 8 

 9 

資料：国民生活基礎調査（厚生労働省） 10 

 11 

 本県の介護認定者数は、加齢とともに増加しています。また、90 歳以上を12 

除く全ての年代で、要介護 1 及び要介護 2 の認定者が多くなっています。 13 

 14 

（再掲）図 5-2 要介護認定者数の状況（令和 3 年度） 15 

 16 
資料：介護保険事業状況報告 17 

 18 

 19 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

＜医療の状況＞ 1 

 本県の受療率は、加齢とともに入院・外来とも増加しています。特に、752 

歳以上では、入院による受療が増加しています。 3 

 4 

（再掲）図１５-１ 福島県の受療率（人口 10万対・入院）（令和 2 年） 5 

 6 

（再掲）図１５-２ 福島県の受療率（人口 10万対・外来）（令和 2 年） 7 

 8 
資料：患者調査（厚生労働省） 9 

 10 

 また、骨折による本県の受療率は、65 歳以降から増加しています。 11 

 12 

図１５-3 福島県の骨折による受療率（人口 10万対・入院）（令和 2年） 13 

 14 
資料：患者調査（厚生労働省） 15 

 16 

 17 

 18 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

オ 病床機能の分化・連携 1 

 2 

「団塊の世代」が全て 75 歳以上の後期高齢者となり、医療・介護の需要が3 

増大する 2025 年（令和 7 年）を見据え、それぞれの地域が目指すべき医療の4 

姿を示し、医療を提供する側と医療を受ける側が一体となってその実現へ向け5 

た取組を推進するため、平成２８年１２月、医療法第３０条の４第２項の規定に6 

基づき、福島県地域医療構想を策定しました。 7 

 人口減少・高齢化に伴う地域の医療ニーズの質・量の変化等を見据え、病床機8 

能の分化・連携など今後必要となる医療提供体制について、地域医療構想調整会9 

議において協議していきます。 10 

 11 

 12 

カ その他の医療の効率的な提供の推進に関する状況 13 

 14 

＜入院中の精神障がい者の地域生活への移行の状況＞ 15 

精神科病院の病床数は、令和 4 年度に 6,134 床に減少しているものの、平16 

均在院日数は 321.3 日となっており、全国平均 276.7 日を上回り推移してい17 

ます。 18 

 19 

図３１ 精神科病床数と平均在院日数の推移 20 

 21 
 資料：平均在院日数は、病院報告（厚生労働省） 22 

病床数は、医療施設調査（厚生労働省） 23 

 24 

 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
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第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

２ 医療費を取り巻く課題 1 

 2 

（１）東日本大震災、原子力災害による影響 3 

医療・福祉提供体制については、相双・いわき地域を中心に、医療・介4 

護を担う人材不足が続いています。 5 

医療・介護従事者の確保をはじめ、医療・福祉提供体制の再構築につい6 

て、引き続き施策を進めていく必要があります。 7 

また、メタボリックシンドローム該当者の割合が本県では震災以降8 

年々増加しており、避難生活や生活環境の変化などが、食生活や運動習慣9 

などに影響していると考えられます。 10 

要介護（要支援）認定者の割合も増加しており、県民の健康状態の悪化11 

を食い止めるため、健康づくりや介護予防の取組を引き続き進めていく12 

必要があります。 13 

さらに、放射線の健康影響に対する不安について、長期にわたる県民の14 

健康を見守る取組を引き続き進めていく必要があります。 15 

 16 

 17 

（２）将来の人口構造 18 

平成 30 年に公表された「日本の地域別将来推計人口」によると本県の19 

総人口は 2045 年までに約 3 割減少する一方、75 歳以上の後期高齢者20 

割合は 2035 年までに 1.3 倍となり、その後減少に転じると推計されて21 

います。 22 

震災後 12 年が経過し、県外への転出は震災前の水準に戻ったものの、23 

人口減少は続いています。また、令和 17 年にかけて後期高齢者の人口割24 

合が増加し、その後は減少に転じ、生産年齢人口は少子化の影響により平25 

成 27 年からの 30 年間で約 4 割と急速な減少が推計され、人口構成の26 

変化に対応した施策を推進していく必要があります。 27 

 28 

 29 

（３）医療費 30 

1 人当たり県民医療費では、全国平均を下回り推移していますが、市町31 

村国民健康保険における比較では、最大と最小で約 2.3 倍の差があるた32 

め、今後も市町村とともに個別の分析を進め、医療費の構造上の課題を明33 

らかにした上で、具体的な方策を検討していく必要があります。 34 

受療率は、入院・外来ともに 75 歳以上が最も多く、入院で「脳血管疾35 

患」「心疾患」、外来では「高血圧性疾患」が高くなっており、若い年代か36 

らの生活習慣病対策が重要となっています。 37 

36



第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

（４）県民の健康の保持の推進に関する課題 1 

 2 

ア 特定健康診査、特定保健指導等 3 

特定健康診査の実施率は全国平均並み、特定保健指導実施率は全国平4 

均を上回っていますが、「新生ふくしま健康医療プラン（第三期福島県医5 

療費適正化計画）」における目標値を大きく下回っています。生活習慣病6 

の早期発見、早期治療のために、受診率向上の取組が重要となっています。 7 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群者が震災後増加しており、8 

全国で 3 番目に多い状況です。 9 

メタボリックシンドロームの増加は、長期的な心血管疾患の発症リス10 

クを高めて、急性心筋梗塞の発症リスクをますます高める恐れがありま11 

す。もともと急性心筋梗塞の死亡率が高かった本県にとって、メタボリッ12 

クシンドローム該当者の増加は大きな懸念材料です。 13 

また、高血圧や循環器疾患のリスク軽減のため、減塩と野菜摂取を促す14 

ことも必要です。 15 

 16 

 17 

イ たばこ対策 18 

喫煙率は男性が全国で最も高く、女性は全国２位と男女ともに高い状19 

況にあります。また、男女とも全国的に減少傾向にある中、ほぼ横ばいで20 

推移しています。 21 

喫煙は疾病等の原因でありながら、回避することが可能であり、また喫22 

煙だけでなく、受動喫煙の健康への影響も明らかになっていることから、23 

喫煙と受動喫煙の対策に重点的に取り組む必要があります。 24 

 25 

 26 

ウ 予防接種 27 

麻しん・風しんのワクチン接種率は、全国平均並みとなっていますが、28 

感染予防及びまん延防止のため、さらに接種率の向上に取り組む必要が29 

あります。 30 

 31 

 32 

エ 生活習慣病の重症化予防 33 

生活習慣病の中でも、特に糖尿病性腎症は、透析が必要となった場合、34 

生活の質が著しく低下するだけでなく、医療費にも大きな影響を及ぼす35 

ため、全国的な取組として重症化予防を推進することになっています。本36 

県の糖尿病患者の 1 人当たり入院外医療費は、年間 1 万円超で全国で 537 

番目に高い医療費となっており、人工透析への移行抑制等の重症化予防38 

への取組が必要です。 39 

37



第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

オ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病、介護の状況 1 

高齢期には生活習慣病の予防対策に併せて、心身機能の低下に起因し2 

た疾病に対する予防の重要性が指摘されています。介護が必要となる原3 

因でも、75 歳以上では、認知症や骨折・転倒、高齢による衰弱などフレ4 

イルを起因とする疾患が増加します。 5 

本県のフレイルに関係する、筋骨格系及び結合組織の疾患の受療率は6 

全国平均を下回っていますが、要介護認定状況は年々増加傾向にあり、全7 

国平均を上回って推移しています。 8 

介護が必要となる危険性が高い状態であるフレイルやロコモティブシ9 

ンドロームの認知度を向上し、高齢者の自立度の低下を予防するための10 

介護予防の取組が必要です。 11 

 12 

 13 

カ その他の予防・健康づくりの推進 14 

がん検診受診率の年次推移は、令和 2 年度にかけて全てのがん検診で15 

減少していましたが、令和 3 年度には受診率が向上しています。精密検16 

査受診率は、全てのがん検診においてほぼ横ばいで推移していますが、二17 

次予防（早期発見・早期治療）徹底のため、受診率向上の取組が重要とな18 

っています。 19 

3 歳児のう蝕のない者の割合は、改善傾向にあるものの全国ワースト20 

レベルとなっていることから、幼児期におけるむし歯に対するフォロー21 

アップを強化する必要があります。 22 

生涯にわたり歯・口腔の健康を保つためにも、各ライフステージに応23 

じたう蝕予防及び歯周病予防の取組は必要です。 24 

 25 

 26 

（５）医療の効率的な提供の推進に関する課題  27 

 28 

ア 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進 29 

後発医薬品の使用割合は全国平均を上回っていますが、バイオ後続品30 

の数量割合は、入院外・調剤で全国平均より低く、入院・DPC で全国平31 

均より高くなっています。 32 

医療の効率的な提供の推進のためには、さらに使用促進に向けた取組33 

が必要です。 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

38



第３章 医療費を取り巻く現状と課題   

 イ 医薬品の適正使用促進 1 

重複投与の割合は全国平均より低く、制度別では、共済組合、健保組合、2 

協会（協会けんぽ及び船員保険）で高い割合となっています。複数種類医3 

薬品の投与割合では、全国平均より高く、制度別では、後期高齢者医療、4 

国保（市町村国保、国保組合）で高い割合となっています。 5 

重複投与の是正や医薬品併用時の適切な投薬管理などの医薬品の適正6 

使用促進のため、保険者や医療関係者等の連携による取組が必要です。 7 

 8 

 9 

ウ 医療資源の活用状況 10 

急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方の一人当たり薬剤11 

費はどちらも全国平均を下回っています。 12 

また、白内障治療及び化学療法の入院外による実施割合及び実施件数13 

はどちらも全国平均を下回っており、白内障治療は全国４６位、化学療法14 

は全国４３位と実施件数が少ない状況です。 15 

医療資源の効果的・効率的な活用のため、国から提供されるデータを基16 

に、継続的な分析を行うことが必要です。 17 

 18 

 19 

エ 医療・介護の連携 20 

    加齢にともない、要介護認定者数及び入院・外来の受療者数が増加して21 

います。そのため、介護及び医療の両方を必要とする安心して自分らしい22 

生活を送ることができるよう取り組むことが必要です。 23 

    また、介護の原因となる骨折について、65 歳以降から受療者数が増加24 

していることから、骨折予防のための取組が必要です。 25 

 26 

 27 

オ 病床機能の分化・連携 28 

病床機能の分化・連携や在宅医療の推進、医療と介護の連携をこれまで29 

以上に強化し、病状が安定した方々が安心して退院できる環境をつくる30 

ための取組を推進していくことが必要です。 31 

 32 

 33 

カ その他の医療の効率的な提供の推進 34 

精神障がい者の長期入院が課題となっていることから、新規入院患者35 

の入院期間を短縮するなど、入院の長期化を避けるための取組が必要で36 

す。 37 

 38 

 39 

39



第４章 達成すべき政策目標と施策及び医療費に及ぼす影響の見通し   

第４章 達成すべき政策目標と施策及び医療費に及ぼす影響の見通し 1 

１ 令和 11 年度末までに達成すべき目標と施策 2 

 3 

（１）県民の健康の保持の推進に関する目標及び施策 4 

 5 

 全ての県民が心身ともに健康で、幸福を実感できる県づくりを実現するた6 

めには、第一に健康であることが前提になります。 7 

本県においては、メタボリックシンドローム該当者が 19.2％と全国平均8 

を大きく上回っているほか、成人喫煙率が全国ワースト 1位であり、県民9 

の健康保持のため、若い時からの生活習慣病の予防対策が重要となります。 10 

 まずは、生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組11 

を進めることや重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医療12 

機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うこと等、その重症化を予防するため13 

の取組を進めることが重要です。 14 

 また、高齢期には生活習慣病の予防対策に併せて、心身機能の低下に起因15 

した疾病に対する保健指導や栄養指導等を含めた予防の重要性も指摘され16 

ており、医療と介護の両方に対するアプローチや心身機能の低下に起因した17 

疾病の予防の重要性を踏まえた取組が必要です。 18 

 本県の要介護認定状況は全国平均を上回って推移していることを踏まえ、19 

次の目標を設定します。 20 

 21 

【目標】 22 

項目 現況値 目標値（令和 11年度） 

特定健康診査の実施率 
56.3% 

（令和 3(2021)年度） 
70％以上 

特定保健指導の実施率 
27.1% 

（令和 3(2021)年度） 
45％以上 

特定保健指導対象者の減少率（平

成 20 年度比） 

10.9% 

（令和 2(2020)年度） 
25％以上 

たばこ対策（成人喫煙率） 

21.4% 
内訳 男性 33.2% 

   女性 10.5% 

（令和 4(2022)年度） 

12％以下 

予防接種（麻しん・風しん予防

接種率） 

第Ⅰ期 93.1% 

第Ⅱ期 94.1% 

（令和 3(2021)年度） 

98％以上 

生活習慣病等の重症化予防の推

進（糖尿病性腎症による年間新

規透析導入者の数） 

234人 

（令和 3(2021)年度） 
212 人以下 
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高齢者の心身機能の低下等に起

因した疾病予防・介護予防の推

進（高齢者の通いの場への参加

率） 

5.0% 

（令和 3(2021)年度） 
9.6％ 

その他の予防・健康づくりの推

進（がん検診受診率） 

胃がん   31.7％ 

肺がん   33.0％ 

大腸がん  30.5％ 

乳がん   45.8％ 

子宮頸がん 44.7％ 
（令和 3(2021)年度） 

胃がん  60％以上 

肺がん  60％以上 

大腸がん 60％以上  

乳がん  ６0％以上  

子宮頸がん６0％以上 
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 1 

【目標設定の基本的な考え方】 

 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（令和 5年 7月 20日厚生労働省

告示）を参考とし、第三次健康ふくしま21計画（福島県健康増進計画）、第８次福島県

医療計画、第九次福島県介護保険事業支援計画、福島県国民健康保険運営方針との整合

を図る。 

 

♦ 特定健康診査・特定保健指導の実施率 

   第三次健康ふくしま 21 計画、第８次福島県医療計画及び福島県国民健康保険運
営方針との整合性を図り、全国目標と同様に、特定健康診査 70%以上、特定保健
指導 45%以上とする。 

  【参考】 
    特定健康診査 70%以上、特定保健指導 45%以上を保険者全体で達成するた

め、実績に比して等しく実施率を引き上げた場合の実施率を基準にして、各保険
者において下表のとおり目標値が設定されています。 

    目標値＝実施率（令和 2(2020)年度）×引き上げる割合（特定健康診査では
1.31 倍、特定保健指導では 1.98倍） 

保険者 

種別 
全国目標 

市町村 

国保 
国保組合 

全国健康保

険協会 

（船保） 

単一健保 

総合健保 

・ 

私学共済 

共済組合

(私学共済

は除く) 

特定健診 

の実施率 
70％以上 60％以上 70％以上 

70％以上 

(70％以上) 
90％以上 85％以上 90％以上 

特定保健 

指導 

の実施率 

45％以上 60％以上 30％以上 
35％以上 

(30％以上) 
60％以上 30％ 60％以上 

参考：特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針 

 

♦ 特定保健指導対象者の減少率 

第三次健康ふくしま 21 計画との整合性を図り、全国目標と同様に、平成 20 年

度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率を 25％以上

とする。 

♦ 成人喫煙率 

 第三次健康ふくしま 21 計画及び第８次福島県医療計画との整合性を図り、引き

続き 12%以下を目標とする。 

♦ 麻しん・風しん予防接種率 

第８次福島県医療計画との整合性を図り、疾病予防の観点から、高い接種率を目

標に普及啓発に取り組むことが重要であるため、98%以上とする。 

♦ 糖尿病性腎症による年間新規透析導入者の減少 

第三次健康ふくしま 21計画との整合性を図り、212人以下とする。 

♦ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進（高齢者の通いの

場への参加率） 

第九次福島県介護保険事業支援計画との整合性を図り、疾病の重症化予防と生活

機能維持の観点から、介護予防の拠点である「通いの場」への参加率を目標とし、

9.6%を目標とする。 

♦ がん検診受診率 

第三次健康ふくしま 21 計画及び第８次福島県医療計画との整合性を図り、それ

ぞれ 60%以上を目標とする。 
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【施策】 1 

 2 

 東日本大震災及び原子力災害の影響により、いまだ多くの県民が長期に渡り3 

避難生活の継続を余儀なくされている中、避難している県民の生活態様が多様4 

化していることを踏まえ、県部局の横断的な取組、市町村・地域の方々・民間5 

団体等の関係団体との連携を図り、効果的かつ効率的な施策を展開します。 6 

 7 

○ 被災者の健康支援 8 

  関係機関や団体と課題や情報を共有するとともに、被災市町村における健9 

康支援活動（生活習慣病予防や介護予防、適正医療等）に対する支援に努め10 

ます。 11 

  国が実施する放射線リスクコミュニケーション※25等と連携しながら、放12 

射線の健康影響に関する知識の分かりやすい普及啓発に努めます。 13 

  避難生活の長期化、避難指示解除区域への帰還など、被災者それぞれの状14 

況に応じた心のケアについて、ふくしま心のケアセンター等関係団体と連携15 

し、中・長期的に取り組みます。 16 

 17 

○ 県民健康調査による取組 18 

 原子力災害を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、県民の健19 

康状態を把握し、将来にわたる県民の健康の維持・増進を図ることを目的と20 

し、福島県立医科大学と連携して「県民健康調査」を実施しています。 21 

 県民健康調査では、外部被ばく線量を把握する「基本調査」、健康状態を22 

把握する「詳細調査（甲状腺検査、健康診査、こころの健康度・生活習慣に23 

関する調査、妊産婦に関する調査）」に取り組み、疾病の予防、早期発見、24 

早期治療につなげ、県民の健康を見守っていきます。 25 

 また、県民一人一人の調査結果等のデータは、県民の長期にわたる健康管26 

理に活用し、得られた知見を次世代に活用していきます。 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

※25 リスクコミュニケーション：リスクに関する情報を共有し、意見交換等を通じて意思疎通と相互理38 
解を図ること。39 

東日本大震災・原子力災害の影響に配慮した健康づくり  
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 1 

 健康長寿の実現に向け生活習慣病の予防対策を重点的に取り組む必要がある2 

ことから、「食」、「運動」、「社会参加」の３本柱を基本に取り組みます。 3 

 特に、日常生活上の身体活動量を増やすことは、健康寿命の延伸、肥満のリ4 

スク低下、認知機能の低下予防等、幅広く良い影響を及ぼすことが様々な研究5 

から明らかにされており、県民の健康の保持のための土台となる取組であるた6 

め、より多くの県民が実践するよう機運の醸成と環境づくりを積極的に進めま7 

す。 8 

また、健康な生活習慣を推進するため、「休養・こころの健康」、「飲酒」、「歯・9 

口腔の健康」、「次世代の健康」について取り組むとともに、メタボリックシン10 

ドロームを未然に防ぐために、働き盛りの若年層にも働きかけるなど、各保険11 

者等と連携し取組を推進していきます。 12 

さらには生活習慣病に関連する各種データの分析や評価結果を活用し、市町13 

村が行う健康づくりのより効果的な実施に向けて支援していきます。 14 

なお、普及啓発に当たっては、県民が理解しやすい形で情報提供し、健康づ15 

くりを推進する当事者としての県民と課題が共有できるように努めます。 16 

 17 

 18 

19 

  20 

生活習慣病の発症予防の徹底 
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 1 

食 2 

 3 

健康で望ましい食生活の実現のためには、社会環境の変化やそれに伴う食行4 

動・志向の変化を踏まえ、個人の自発的な参加を推進できるような“楽しい食5 

環境づくり”等、生活の質の向上とともに社会環境の質の向上など総合的な取6 

組を実施する必要があります。 7 

 8 

○ ライフステージに応じた望ましい食生活形成のための食育の推進 9 

 家庭、学校、地域、行政等が連携して、乳幼児期から高齢期までライフス10 

テージに応じた望ましい食生活の実現に向けて、積極的に食育を推進します。  11 

また、第四次福島県食育推進計画に基づき、市町村の食育推進計画策定や食12 

育推進事業の充実強化に向けた指導助言等の支援を行います。 13 

 14 

○ 望ましい食生活の実現のための情報提供及び個人の健康づくりの支援 15 

  適正体重を維持している者の増加及び適切な量と質の食事をとる者の増16 

加に資する取組を実施するとともに、安全・安心な食品の選択にもつながる17 

ような食生活に関する適切な情報提供を図ります。 18 

  生活習慣病の予防には、適正体重の維持とともに減塩や野菜を摂取するな19 

ど健康に配慮した食生活の習慣化が重要であるため、食事についての正しい20 

知識を習得する機会や情報提供する場の確保に努めます。 21 

  望ましい食生活を実現するため、地域で健康に関する学習や活動を実践す22 

る「食生活改善推進員」の育成及び増員と、その活動を支援します。 23 

   24 

○ 栄養指導体制の充実 25 

 県栄養士会が運営する栄養ケア･ステーション※26との連携を図りながら、26 

診療所等に管理栄養士を継続的に派遣する仕組みづくりを検討するなど、地27 

域の栄養指導体制の確立に努め、栄養指導や在宅訪問栄養指導等を充実させ28 

ることにより、糖尿病等の重症化予防や合併症の発症予防に努めます。 29 

 30 

○ 食環境の整備 31 

 健康に配慮した食事を提供する飲食店等（うつくしま健康応援店※27）の32 

増加や福島県の食育活動に協力してくれる団体や企業（福島県食育応援企業33 

団）の数の増加を図るなど、食環境整備を推進します。 34 

 また、職場の給食施設における健康に配慮した食事を提供する施設の割合35 

の増加等、職域保健との連携による健康づくりを推進します。さらに、消費36 

者が健康の保持増進のため食品の栄養表示を活用できるよう普及啓発に努37 

めるとともに、事業者に対しては食品表示基準に基づく栄養成分表示の適正38 

化を図ります。 39 

 40 
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 1 

運動 2 

 3 

身体活動や運動は、肥満、生活習慣病のほか、メンタルヘルスや生4 

活の質の改善にも効果が期待されており、身体活動・運動の定着化を図る取組5 

を実施する必要があります。 6 

 7 

○ 運動習慣の普及啓発 8 

 市町村、関係機関等と連携しながら、運動習慣の定着に資する取組を実施9 

するとともに、運動・身体活動の普及啓発に積極的に取り組みます。 10 

また、生活習慣の改善に重要である身体活動・運動に関し、適切な情報提供11 

を図ります。 12 

 13 

○ 運動しやすい環境づくりの推進 14 

 県民の健康意識の改革を図るため、健康づくりに取り組む県民にインセン15 

ティブを付与する取組を実施するとともに、県民が日々の生活の中で、継続16 

的に身体を動かすことができるよう、市町村、関係機関、企業等と連携し、17 

運動しやすい環境づくりの推進に努めます。 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

※26 栄養ケア･ステーション：地域住民のための食生活支援活動の拠点で、都道府県栄養士会が運営し、36 
管理栄養士、栄養士が、特定保健指導、医療機関での栄養食事指導、食育・健康関連セミナー、地37 
域の特性に応じた事業を展開している。 38 

※27 うつくしま健康応援店：県民の外食機会の増大に伴い、安心して外食を楽しみながら健康な食生活39 
を育むことのできる環境をつくるため、本県では、メニューの栄養成分表示やヘルシーメニューの40 
提供、喫煙対策等に取り組む飲食店等を「うつくしま健康応援店」として登録している。 41 
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社会参加 1 

 2 

市町村、関係機関等と連携しながら、社会参加（健康イベント、ボランティ3 

ア活動など）の機会を設けるとともに、社会参加の重要性の普及啓発に努めま4 

す。 5 

 6 

○ 生涯にわたる社会参加 7 

  就労、ボランティア活動をはじめ、近隣・友人との助け合い、県民自らが8 

行う地域ぐるみの取組など、社会参加に資する取組への支援の充実に努めま9 

す。 10 

  子どもから高齢者まで幅広い世代の交流を促し、魅力ある地域づくりに取11 

り組みます。 12 

 13 

○ 高齢者の社会参加・生きがい対策の推進 14 

  高齢者の社会参加・生きがい対策を推進するため、高齢者の就業機会やス15 

ポーツ、学習機会等の確保を図るとともに、老人クラブ活動の支援に努めま16 

す。 17 

  健康で活動意欲を持つ高齢者を対象にスポーツ・文化の総合祭典である18 

「うつくしま、ふくしま。健康福祉祭」を開催し、健康・生きがいづくり、19 

社会参加の促進を図ります。 20 

 21 

○ 障がい者の社会参加の促進 22 

  障がい者の文化芸術活動の振興を図るとともに、障がい者が気軽に楽しめ23 

るレクリエーション活動の普及に努めます。 24 

  県障がい者社会参加推進センター等と連携しながら、地域における自立生25 

活と社会参加を推進するための情報提供の充実に努めます。 26 

 27 

休養・こころの健康 28 

 29 

こころの健康は、人がいきいきと自分らしく生きるための重要な要素であり、30 

こころの健康を保つため、心身の疲労回復と充実した人生を目指すための休養31 

が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立する必要があります。 32 

このため、各ライフステージに応じた、家庭､学校、職場、地域社会等の様々33 

な場での、こころの健康づくりへの取組が必要です。 34 

 35 

○ 休養・こころの健康に関する正しい情報発信と普及啓発 36 

 市町村、関係機関等と連携しながら、休養やこころの健康に37 

関し、適切な情報提供を図ります。 38 

 39 

 40 
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○ 自殺者の減少に資する取組の実施 1 

 第四次福島県自殺対策推進行動計画に基づき、自殺者の減少に資する取組2 

を実施します。 3 

 4 

○ こころの健康に関し社会全体で相互に支え合う環境の整備 5 

 休養やこころの健康に関する課題を把握するとともに、市町村、関係機関6 

等と連携しながら、個別訪問や相談体制を強化するなど、社会全体で相互に7 

支え合う環境の整備に努めます。 8 

 また、十分な睡眠時間や余暇活動時間の確保が重要であることから、県民9 

一人ひとりが積極的に休養することの大切さを認識できるよう、その意識の10 

醸成に努めるとともに、働く場での休暇を取りやすい環境の整備を進めます。 11 

 12 

飲酒 13 

 14 

過度の飲酒習慣は健康に悪影響を及ぼし、肝機能障害や糖尿病、心臓病など15 

の身体的健康問題のほか、脳神経系に作用して、様々な精神症状を引き起こし16 

たり、障害をきたしたり、事故や犯罪、自殺につながるなど、家庭や職場に対17 

しても大きな影響を及ぼします。 18 

このため、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を下げる19 

などの施策に取り組む必要があります。 20 

 21 

○ 過度な飲酒※28による健康への影響等予防対策 22 

 市町村、関係機関、職域等と連携しながら、アルコールに関する正しい知23 

識の普及啓発及び健康教育を推進します。 24 

 また、多量飲酒者の減少に資する取組の実施に努めます。 25 

 26 

○ 未成年者及び妊産婦の飲酒防止 27 

 未成年者の飲酒は、身体に悪影響を及ぼし健全な発達を妨げることから、28 

学校教育における飲酒禁止教育を実施するなど、未成年者の飲酒防止に資す29 

る事業に取り組みます。 30 

 また、妊娠期や授乳期の飲酒は、妊婦自身の妊娠合併症などリスクを高め31 

るだけではなく、胎児や乳児にも悪影響があることから、妊産婦の飲酒に関32 

する影響等について、市町村、医療機関と連携し、適切な情報提供を図りま33 

す。 34 

 35 

○ 飲酒関連問題の防止推進 36 

 飲酒に起因する問題行動を防ぐため、市町村、関係機関、職域等と連携し37 

ながら、社会全体で相互に支え合う環境の整備に努めます。 38 

 39 

 40 
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歯・口腔の健康 1 

 2 

歯・口腔の健康は、食べる喜び、話す楽しみなどを保つ上で重要であり、身3 

体的な健康のみならず、精神的、社会的な健康など全身の健康に大きく関係し4 

ています。 5 

本格的な人生80年時代を迎えた中、全ての県民が生涯にわたり歯の健康を6 

保ち、自分の歯で食べる楽しみを持ち、健康で質の高い生活を送ることができ7 

るよう、う蝕予防及び歯周疾患予防をはじめとした生涯にわたる切れ目のない8 

口腔機能の維持向上などが重要となります。 9 

これらの歯・口腔の健康の実現を図るためには、個人への働きかけだけでな10 

く、良好な口腔保健の保持及び適切な生活習慣を習得するための社会環境を整11 

えることが必要となっております。 12 

 13 

○ 口腔機能の維持向上に資する取組の実施 14 

 福島県歯科保健基本計画に基づき、生涯にわたる切れ目のない口腔機能保15 

持向上に資する取組を実施します。 16 

 乳幼児から学齢期については、規則正しい生活習慣の普及を推進するとと17 

もに、フッ化物応用その他科学的根拠に基づいたう蝕予防対策を推進します。  18 

また、定期的な歯科検診の受診につながる取組を推進します。 19 

 20 

○ 歯・口腔の健康に関する情報提供 21 

 歯周病と糖尿病などの生活習慣病との関連など、歯・口腔の健康と全身の22 

健康との関連について、適切な情報提供や普及啓発に取り組みます。 23 

 24 

○ ８０２０運動の更なる推進 25 

 歯の喪失が少なく、よく噛めている高齢者は生活の質及び活動能力が高い26 

ことなどが明らかにされており、健康寿命延伸のためにも、オーラルフレイ27 

ル対策を含む生涯にわたる歯の喪失予防対策として8020運動を推進しま28 

す。 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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次世代の健康 1 

 2 

健やかな生活習慣を幼少時代から身につけ、生活習慣病予防の基盤3 

を固め、生涯にわたって健康な生活習慣を継続できるような取組を実4 

施する必要があります。 5 

 6 

○ 子どもの健康的な生活習慣の形成に資する取組の推進 7 

 健康な生活習慣（食生活、運動等）を有する子どもの割合を増加させるた8 

め、市町村、関係機関等と連携しながら適切な情報提供を図ります。 9 

また、肥満傾向にある子どもの割合の減少に資する事業の実施に努めます。 10 

 11 

○ 次世代の健康に取り組む体制の整備 12 

 子どもの健やかな発育のため、行政、学校、家庭、地域、企業、民間団体13 

等と連携し、社会全体で次世代の健康に取り組む体制を整備します。 14 

   15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

※28 過度の飲酒：１日に平均純アルコール約60ｇを超える飲酒。 38 
例）ビール（中瓶500ｍｌ）20ｇ、清酒（１合180ml）22ｇ、ウイスキー・ブランデー（ダブ39 
ル60ml）20ｇ、焼酎（１合180ml）36ｇ、ワイン（1杯 120ml）12ｇ。 40 
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 1 

特定健康診査により生活習慣の改善の必要性が高い者としてメタボリックシ2 

ンドロームの該当者・予備群者を効率的かつ確実に抽出するとともに、きめ細3 

かな保健指導によって、一人一人の状態に合わせ、食事や運動などの生活習慣4 

を確実に改善できるよう取組を強化していきます。 5 

 6 

特定健康診査・特定保健指導の推進 7 

 8 

○ 県民に対する普及啓発 9 

 県内市町村の特定健康診査等の情報を県ホームページに掲載するととも10 

に、特定健康診査・がん検診等について県広報誌・広報番組等による広報を11 

行います。 12 

 13 

○ 特定健康診査・特定保健指導に携わる人材の確保及び質の向上 14 

 人材育成や研修会の開催、各保健福祉事務所における技術的助言等の実施15 

により、市町村等を支援します。 16 

 17 

○ 保険者協議会との連携 18 

 協議会と連携し、特定健康診査の受診勧奨を行うとともに各部会の活動に19 

協力していきます。 20 

 21 

○ 医療保険者における健診結果データ等の活用推進支援 22 

 医療保険者には、特定健康診査・特定保健指導関連データとレセプトを突23 

合したデータを活用して、取組の効果を評価し、必要に応じて見直すことに24 

より、質の高いサービスを提供することが求められます。 25 

 県においても、医療保険者における健診等データの有効活用や、それを用26 

いた効果的な保健指導の実施について助言や支援を行うよう努めるととも27 

に、自らも都道府県単位の健診データや資料提出の協力要請により保険者か28 

ら取得したデータ等の分析を行い、本計画の評価・見直しに活用します。 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

生活習慣病の早期発見・早期治療 
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がんの早期発見・早期治療の推進 1 

 2 

がん対策においては、早期発見・早期治療のためのがん検診が重要です。 3 

市町村、関係機関等と連携しつつ、効果的な受診率向上のための取組を推進4 

します。 5 

 6 

○  市町村、関係機関等と連携しながら、がん検診の実施に関する情報交換を7 

行うとともに、多様な広報媒体や機会を活用してがん検診の重要性を周知す8 

ることや受診勧奨の充実を図ります。 9 

 特に、初回受診者や長期未受診者に対する積極的な周知・啓発に努めます。 10 

 11 

○  がんを早期発見するため、市町村や関係機関等と連携し、がん検診受診率12 

及び精密検査受診率の向上に向けた取組を実施します。 13 

 14 

○  県は、県民が、がん検診を受診しやすいよう関係機関の協力を得て、県内15 

全域のどの医療機関でもがん検診が受診できる体制整備の検討を行います。 16 

 17 

○  市町村、関係機関等と連携しながら、がん検診の精度の維持向上のため、18 

実施方法の改善や精度管理の向上に向けた取組を実施します。 19 

   20 

 21 

喫煙は、疾病と死亡の原因として、最大かつ回避可能な原因であることから、22 

喫煙率の減少と受動喫煙防止を図る対策を強化し、重点的に取り組みます。 23 

 24 

○ 喫煙の害に関する情報提供・普及啓発の実施 25 

 喫煙者等の喫煙に対する関心を高めるため、市町村や関係団体等と連携し、26 

ホームページや報道機関等の様々な媒体、イベント等を活用しながら、喫煙27 

の害に関する情報提供や禁煙の効果等の普及啓発を積極的に行うなどの喫28 

煙率の低下に資する取組を実施します。 29 

 また、女性の喫煙は、妊娠出産や乳児等への悪影響があるほか乳がんのリ30 

スクも高めるため、喫煙率は、男性に比較して低い水準であるものの、ほぼ31 

横ばいで推移していることから、女性へ視点を置いた対策にも取り組みます。 32 

 長期の喫煙によって発症するCOPD（慢性閉塞性肺疾患）は、禁煙及び33 

受動喫煙防止によって予防できることから、COPDの認知度向上のため、34 

市町村や医師会等関係団体と連携し、ホームページや報道機関等の様々な媒35 

体及びイベント等を活用しながら、より効果的な普及啓発を推進します。 36 

 37 

 38 

 39 

喫煙による健康被害の回避 
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○ 受動喫煙防止対策・禁煙の推進 1 

 市町村、関係機関、職域等と連携しながら、公共施設や職場等における禁2 

煙を推進するとともに、受動喫煙の機会を減らすための取組を実施します。 3 

 県は、受動喫煙防止のため施設内全面禁煙の施設や車両の認証制度を引き4 

続き実施し、受動喫煙防止を推進します。 5 

 6 

○ 未成年及び妊産婦の喫煙防止 7 

 未成年者及び妊産婦の喫煙をなくし、また、新たな喫煙者を増やさないた8 

め、学校や市町村等における喫煙防止教育を実施します。 9 

 さらに、妊娠期や授乳期の喫煙に関する影響について、市町村、医療機関10 

と連携し、適切な情報提供を行います。 11 

 12 

○ 禁煙支援 13 

   市町村や薬剤師会等関係団体と連携し、医療や健診等の場での禁煙アド14 

バイスや、禁煙希望者へ禁煙外来等の情報を提供し、禁煙を支援します。 15 

   16 

 17 

疾病予防及び感染予防・まん延防止の観点から、予防接種の適正な実施が重18 

要です。 19 

 20 

○  定期予防接種に関する最新の情報を提供するなど、実施主体である市町村21 

を支援するとともに、居住市町村以外でも予防接種が受けられるよう、市町22 

村及び県医師会と連携して県内における広域的な接種体制を維持します。 23 

 24 

○  麻しん・風しんワクチンについては、様々な広報媒体を活用した普及啓発25 

や関係機関との連携により、予防接種の重要性等の積極的な周知を図るなど、26 

接種率の向上を推進します。 27 

 28 

 29 

生活習慣病の中でも、糖尿病は放置すると網膜症・腎症・神経障害などの合30 

併症を引き起こし、特に、糖尿病性腎症はＱＯＬを著しく低下させ、医療費の31 

面でも大きな負担を社会に強いることとなるため、関係団体、市町村、各保険32 

者等と連携しながら、重症化予防に取り組む必要があります。 33 

  34 

○  保険者は、特定健康診査・特定保健指導の着実な実施により、糖尿病の早35 

期発見・早期介入を推進し、糖尿病合併症の発症進展の抑制に努めます。 36 

   37 

 38 

予防接種の普及啓発 

糖尿病性腎症の重症化予防の取組の推進 
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○  県は、県医師会、県糖尿病対策推進会議等関係団体と協力し、重症化予防1 

プログラムにおいて保健指導を行うべき重症化予防対象者の基準などを明2 

確化するとともに、当該プログラムに基づき、地域の医師会等の関係団体と3 

問題意識を共有し有効な重症化予防の取組ができるよう市町村を支援しま4 

す。 5 

 6 

○  市町村は、通院中の者であっても糖尿病の重症化リスクが高い対象者に対7 

しては、医療関係者と連携した保健指導を行うよう努めます。 8 

 9 

 10 

高齢期には生活習慣病の予防対策にあわせて、心身機能の低下に起因した疾病11 

に対する予防が重要です。 12 

 13 

○  福島県後期高齢者医療広域連合と市町村による高齢者の保健事業と介護14 

予防の一体的実施については、関係機関と連携しながら、情報提供や助言15 

等の支援を行います。 16 

 17 

○ 介護予防の推進 18 

  高齢者が要介護状態になることを予防し、また要介護状態になってもその19 

状態が悪化しないようにするため、健康寿命の延伸を目指した、生活習慣の20 

改善や介護予防の取組の推進に努めます。 21 

  地域の高齢者が自ら活動に参加し、おのずと介護予防が推進される地域づ22 

くりに向けて、介護予防に効果があるとされている「通いの場」の増加に向23 

けた市町村支援を実施します。 24 

  自立支援に向けた関係者間での意識の共有と多職種との連携、介護予防ケ25 

アマネジメント及びサービスの質の向上を目指し、市町村が実施する自立支26 

援に資する「地域ケア会議」の定着と充実を支援します。 27 

  高齢者の介護予防・重度化防止に向け、フレイルや介護予防等に関する知28 

識・活動の普及啓発、専門職等の人材育成などを推進します。 29 

   30 

 31 

 32 

市町村国保における医療費適正化施策に対する支援 33 

 34 

市町村国保の医療費の適正化に資するため、市町村のデータヘルス計画の策35 

定及び実施、特定健康診査及び特定保健指導を始めとする保健事業などの円滑36 

な実施に向けて支援します。 37 

 38 

高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防 

 

保険者の医療費適正化施策に対する支援 
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○ データヘルスの推進 1 

 全ての市町村が計画を策定することを目指し、国保連合会や保健事業支2 

援・評価委員会との連携を図りながら、円滑な計画の策定及び推進ができる3 

よう支援します。 4 

 また、レセプト、健診情報を活用したPDCAサイクルにより、医療費の5 

適正化、発症予防、さらには、重症化予防を意識したデータ分析や事業の取6 

組を支援します。 7 

 8 

○ 特定健康診査、特定保健指導の実施率向上 9 

 特定健康診査及び特定保健指導は、データヘルスの推進、重症化予防、生10 

活習慣病予備群の早期発見など医療費適正化を進めるための基本となる取11 

組であることから、実施率の高い地域等について要因分析を行い、市町村に12 

対して受診勧奨等の効果的な取組例等の情報提供を通じた横展開を図りま13 

す。 14 

 15 

○ 市町村における医療費適正化事業に対する支援 16 

 市町村の実施するレセプト点検、第三者行為求償事務等の保険給付の適正17 

化への取組や後発医薬品の使用促進、糖尿病性腎症重症化予防、重複・頻回18 

受診・重複投与等の対象者への指導など医療費適正化に資する各種施策につ19 

いて助言を行います。 20 

 21 

後期高齢者医療における医療費適正化施策に対する支援 22 

 23 

後期高齢者の医療費の適正化に資するため、レセプト点検や重複・頻回受診24 

者に対する指導、重症化予防等の保健事業の実施など取り組むべき施策につい25 

て、福島県後期高齢者医療広域連合に対し、技術的助言を行います。 26 

 27 

職域保健との連携 28 

 29 

企業の経営効率を確保するための１つの要素として従業員の健康保持に配慮30 

する「健康経営」を官民一体で普及するため、健保組合や協会けんぽ、さらに31 

は商工団体や健康関連団体等と連携し、「健康経営」に関する情報交換や普及啓32 

発に取り組みます。 33 
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（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標及び施策 1 

 2 

 今後、急速な少子高齢化の進展が見込まれる中にあっては、患者の状態に3 

即した適切な医療を適切な場所で受けられることを目指すことが必要であり、4 

医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しながら、切れ目のな5 

い医療・介護を提供することにより、限られた医療資源を有効に活用するこ6 

とが重要です。 7 

 第四期医療費適正化計画の計画期間においては、安定的な供給を基本とし8 

た後発医薬品の使用促進及び後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有す9 

るバイオ後続品の普及促進が重要です。 10 

 また、重複投与の是正について、更なる取組の推進を図ることが必要です。 11 

 さらに、医療資源の効果的・効率的な活用のため、医療資源の投入量に地12 

域差がある医療について、地域の実情を把握・検討し、適正化に向けた必要13 

な取組を進めるほか、限られた医療・介護資源を組み合わせた取組を行うこ14 

とも必要です。 15 

 以上を踏まえ、次の目標を設定します。 16 

 17 

 18 

【目標】 19 

項目 現況値 目標値（令和11年度） 

後発医薬品の使用割合 
83.3% 

（令和3年度） 

新たな政府目標を踏ま

え、令和 6 年度に設定

する 

バイオ後続品の使用促進 

入院外・調剤 29.0% 

入院・DPC 61.4% 

（令和3年度） 

バイオ後続品に80%以

上置き換わった成分数

を全体の成分数の60%

以上にする 

医薬品の適正使用の推進 

（重複投与の是正等） 
― 

お薬手帳及び電子処方

箋の普及拡大のための

取組を促進する 

医療資源の効果的・効率的な

活用（外来化学療法加算届出

医療機関の増加） 

44施設 

（令和5年度） 
48 施設 

医療・介護の連携を通じた効

果的・効率的なサービス提供

の推進（家庭や身近な施設で、

必要なサービスを受けること

ができる地域に住んでいると

回答した県民の割合の増加） 

58.3% 

（令和4年度） 
81.8% 
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医療・介護の連携を通じた効

果的・効率的なサービス提供

の推進（骨粗鬆症検診受診率

の向上） 

13.2% 

（令和2年度） 
15% 

 1 

 2 
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 1 

 2 

【目標設定の基本的な考え方】 

 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（令和5年7月 20日厚生労

働省告示）を参考とし、第三次健康ふくしま21計画（福島県健康増進計画）、第８

次福島県医療計画、第九次福島県介護保険事業支援計画、福島県国民健康保険運営

方針との整合を図る。 

 

♦ 後発医薬品の使用割合 

本県においては、国で定めた「令和 5 年度末までに全ての県で 80%以上とす

る」という目標を達成していることから、金額ベース等の観点を踏まえて見直す

こととされている政府目標を踏まえ、令和6年度に設定する。 

 

 バイオ後続品の使用促進 

 国で定めた「令和11年度末までにバイオ後続品に80%以上置き換わった成分

数が全体の成分数の60%以上にする」という目標と同様に設定する。 

 

♦ 医薬品の適正使用に推進に関する目標 

医薬品の適正使用に関する適切な指標がないことから、数値目標の設定は困難

なため、お薬手帳及び電子処方箋の普及が進めば服用薬の一元管理ができ、重複

投与の是正等の医薬品の適正使用が推進されるといった考えのもと、定性的な目

標を設定する。 

 

 医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標 

 医療資源の効果的・効率的な活用に関する適切な指標がないことから、数値目

標の設定は困難なため、国の基本方針で示されている「医療資源の投入量に地域

差がある医療」の外来での治療を促進するため、福島県がん対策推進計画との整

合性を図り、「外来化学療法加算届出医療機関の増加」を目標とする。 

 

 家庭や身近な施設で、必要な福祉サービスを受けることができる地域に住んで

いると回答した県民の割合 

安心して自分らしい暮らしを続けることができるようにするためには、地域包

括ケアシステムの推進が重要であり、医療と介護の両方を必要とする高齢者が安

心して自分らしい生活を継続できるという観点から、福島県総合計画との整合性

を図り、「家庭や身近な施設で、必要な福祉サービスを受けることができる地域に

住んでいると回答した県民の割合の増加」を目標とし、令和 11 年度までに

81.8%とすることを目標とする。 

 

 骨粗鬆症検診受診率の向上 

  今後、更なる増加が見込まれている高齢者の大腿骨骨折については、早期に治

療を開始することが重要であることから、第三次健康ふくしま 21 計画との整合

性を図り、「骨粗鬆症検診受診率の向上」を目標とし、令和11年度までに15%

とすることを目標とする。 
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【施策】 1 

 2 

避難指示が解除された地域を中心に、帰還環境を早急に整備するためには、3 

医療機関・介護施設の再開支援及び医療・介護を担う人材確保をはじめとする4 

医療・福祉提供体制の再構築について、引き続き強力に進めていく必要があり5 

ます。 6 

 7 

医療提供体制 8 

 9 

○  東日本大震災・原子力災害からの復興を図るため、「避難地域等医療復興10 

計画」に基づき、「避難地域の医療提供体制の再構築」、「避難地域の医療を11 

支える近隣地域の医療提供体制の充実」、「原子力災害により不足した医療12 

人材の確保」に取り組みます。 13 

 14 

○  災害時における救急医療を確保するため、関係機関との連携強化を図る15 

とともに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）※29及び災害派遣精神医療チー16 

ム（ＤＰＡＴ）※30の隊員養成研修の支援等を実施し、災害時における医療17 

提供体制の整備を図ります。 18 

 19 

○  放射線による健康への影響に対する早期診断・最先端治療拠点として福20 

島県立医科大学に整備した「ふくしま国際医療科学センター」において、21 

PET/MRI 等の最先端医療機器による画像診断や、先端医療技術・機器を活22 

用した早期診断及び早期治療等を行います。 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

※29 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）：災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた34 
医療チームのことで、災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の頭文字をと35 
って略して DMAT と呼ばれている。医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び36 
事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期（おおむね37 
48 時間以内）に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チーム。 38 

※30 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）: 災害派遣精神医療チーム Disaster Psychiatric 39 
Assistance Team のことで、自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害発生後に、40 
被災地域で、被災者及び支援者に対し、精神医療及び精神保健活動の支援を行う専門的な精神医療41 
チーム。精神科医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職又は事務職員）で構成され、42 
専門的な研修・訓練を受け、被災地で自立的に活動できる機動性を持つ精神医療チーム。 43 

東日本大震災・原子力災害からの復興（医療・福祉提供体制の再構築） 
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福祉サービス提供体制 1 

 2 

○  避難指示解除地域において帰還した高齢者に対して、生活相談や地域交3 

流の場の提供、見守り安否確認、健康づくり教室などを行う高齢者等サポ4 

ート拠点を設置運営する町村に対する支援を行います。 5 

   6 

○  避難指示の解除に伴い、避難した施設が元の場所で円滑に事業再開でき7 

るよう、必要な支援について継続的に取り組んでいきます。 8 

さらに、被災町村の地域包括ケアシステム構築に向けた体制整備に対する9 

支援に努めます。 10 

 11 

○  福祉・介護事業所の深刻な人材不足の解消を図るため、事業者による自12 

主的な人材確保や育成活動、特に浜通りにおいて中核となる福祉・介護職13 

員の確保を支援するなど、福祉・介護人材の確保・定着に向けた対策を総14 

合的に展開します。 15 

 16 

○  避難した障がい児者が継続して障がい福祉サービス等を受けられるよう、17 

相談支援アドバイザーが、市町村や障がい福祉サービス事業所など関係機18 

関と連携して課題解決等の支援を行います。 19 

 20 

○  災害時において要配慮者を支援するため、関係機関との連携強化を図る21 

とともに、災害派遣福祉チーム（DWAT）※31のチーム員養成研修等を実22 

施し、災害時福祉体制の整備を図ります。 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

※31 災害派遣福祉チーム（DWAT）：大規模災害発生時に災害関連死につながる二次被害を防止するため、39 
避難所などで要配慮者に福祉・介護などのニーズ把握や応急的な支援等を行う福祉チーム。社会福40 
祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士等の福祉・介護等の専門職員で構成41 
され、災害派遣福祉チーム員養成研修を受講した者をチーム員として登録している。 42 
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 1 

 患者及び医療関係者が後発医薬品を安心して使用できるよう、使用促進の施2 

策や普及啓発に取り組みます。 3 

 4 

後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進 5 

 6 

○ 福島県後発医薬品安心使用促進協議会における協議 7 

 医師、薬剤師等の医療関係者、医療保険者、メーカー、卸業者及び県担8 

当者等による協議会を設置し、後発医薬品及びバイオ後続品の安心使用に9 

関する現状、課題、方策を協議します。 10 

 11 

○ 後発医薬品及びバイオ後続品の使用状況に関する調査 12 

 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に支障となる問題点を抽出する13 

ために、医療機関、薬局等において使用状況に関する意識調査等を行い公14 

表します。 15 

 16 

○ 後発医薬品及びバイオ後続品使用促進の啓発 17 

 県民に対して後発医薬品及びバイオ後続品に関する講習会を実施するな18 

ど、あらゆる機会と方法を活用し、使用促進の啓発を行います。 19 

 20 

○ 後発医薬品研修会の開催 21 

 医療従事者等を対象に研修会を実施し、更なる使用促進や地域フォーミ22 

ュラリの理解を深めていきます。 23 

 24 

○ 県内の医療機関における後発医薬品の採用品目リスト等の作成 25 

 医療機関・薬局が後発医薬品を採用する際の参考となるように、県内の26 

中核病院等の後発医薬品採用リスト及び後発医薬品の選定基準を県ホーム27 

ペジに掲載します。 28 

 29 

○ 使用促進に関する取組事例の紹介 30 

 各医療保険者が実施している後発医薬品に切り替えた場合の「差額通知」31 

や「ジェネリック医薬品希望カード」の送付などの取組について、福島県32 

保険者協議会とともに、機会を捉え県民や関係団体に紹介していきます。 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進 
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 1 

 安全かつ効果的な服用のため、重複投与の是正や医薬品併用時の適切な投薬2 

管理などに関する普及啓発等について、関係機関と連携し取り組みます。 3 

 4 

○ かかりつけ薬局の普及 5 

 かかりつけ薬局の普及を進めるとともに、かかりつけ薬剤師・薬局を持6 

つことによる利点について普及啓発を図ります。 7 

 8 

○ 健康サポート薬局の推進 9 

 かかりつけ薬局の機能に加えて、地域住民による主体的な健康の維持・10 

増進を積極的に支援する健康サポート薬局を推進します。 11 

 12 

○ お薬手帳の普及拡大 13 

 服用薬を一元管理するための方法であるお薬手帳の普及拡大を図ります。 14 

特にスマートフォンを利用した電子版お薬手帳の普及啓発を図ります。 15 

 16 

○ 電子処方箋の普及促進 17 

 医療機関と薬局とのリアルタイムな連携や服薬管理の効率化等に資する18 

ものとして厚生労働省が導入を進めている電子処方箋の普及啓発に協力し19 

ていきます。 20 

 21 

○ 重複投与等への訪問指導 22 

 県は、レセプト情報による対象者の抽出や訪問活動のあり方などについ23 

て、県薬剤師会等と連携して取り組む市町村を支援していきます。 24 

 25 

 26 

 今後、急速な少子高齢化の進展が見込まれることから、適切な医療を適切な27 

場所で受けられること、限られた医療資源を有効に活用する必要があります。 28 

 29 

○  がん患者が、個別の状況に応じて適切かつ安全な診療を受けることがで30 

き、さらに外来化学療法を治療の選択肢の一つとして選べるよう、地域医31 

療介護総合確保基金事業を活用した「がん診療施設整備事業」により、医32 

療機関の外来化学療法に係る設備整備支援を実施し、がん患者の外来治療33 

の促進を図ります。 34 

 35 

○  修学資金の貸与による医師の養成や県外医師の招へいなどにより医師の36 

確保を図るとともに、福島県立医科大学と連携し各地域の実情に応じた医37 

療支援により地域医療体制の維持に努めます。 38 

 39 

医薬品の適正使用の推進 

医療資源の効果的・効率的な活用 
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○  限られた医療資源を有効に活用するため、国から提供されるデータを基1 

に、継続的な分析を行い、必要な取組について検討します。 2 

 3 

 4 

 5 

 切れ目のない医療・介護を提供するため、限られた地域資源を有効に活用す6 

ることにより、地域包括ケアシステムの構築の推進を通じ、「地域完結型」の医7 

療・介護提供体制を構築する必要があります。 8 

 9 

在宅医療の推進 10 

 11 

○  医療機関が訪問診療を行うために必要な医療機器や訪問診療車の整備を12 

推進するとともに、在宅医療を担う医療従事者の確保を目的とした在宅医13 

療同行研修や在宅医療従事者の連携・資質向上に資する研修会等の開催を14 

支援し、在宅医療提供体制の強化を図ります。 15 

 16 

○  訪問看護に係る認定看護師の養成や看護師の特定行為研修の受講を支援17 

するとともに、関係機関と連携し、在宅医療に携わる各医療従事者の研修18 

機会の確保に努めます。 19 

 20 

○  自宅での看取りを含む在宅医療の推進には、在宅医療の提供体制と、患21 

者及び家族のニーズが必要です。 22 

 自宅等での療養と最期を望む患者及び家族に、必要な在宅医療が 提供さ23 

れるよう、在宅医療に関する情報の発信に努めるとともに、在宅医療のメ24 

リットについて県民の理解を促すための周知啓発に努めます。 25 

 26 

○  多職種によるサービス調整の場を構築する等、多職種連携のための環境27 

整備を進めるとともに、関係団体と連携して、介護サービス施設等と看取28 

りを実施する医療機関の連携を促進し、介護サービス施設等において看取29 

りができる環境の整備を進めます。 30 

 31 

○ 高齢者等が安心して暮らせる環境の整備 32 

  高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するため、介護保険の33 

認定を受けた要介護者に対する住宅改修費の支給やサービス付き高齢者向34 

け住宅登録制度の普及促進を図り、高齢者自らのニーズにあった住まいの35 

選択を行える環境の構築に努めます。 36 

  全ての人に配慮したまちづくりを総合的に進めるため、「人にやさしいま37 

ちづくり条例」に基づき、建築物等のユニバーサルデザイン化を推進して38 

います。 39 

 40 

医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進 
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認知症施策の推進 1 

 2 

○  県民一人一人が認知症の発症予防に関心をもち、生活習慣の改善や社会3 

参加が図られるよう、認知症の正しい知識の普及・啓発を進めるとともに、4 

体操教室や介護サロン、趣味活動など住民主体の運営による取組を推進し5 

ます。 6 

   7 

○  認知症は早期に発見し治療を開始すれば、症状の進行を遅らせることが8 

できます。 9 

 早期発見のためには、日常的に通院しているかかりつけ医・かかりつけ10 

歯科医など医療従事者の「気づき」が重要です。 11 

 そのため、かかりつけ医・かかりつけ歯科医に対して認知症に関する研12 

修を実施するとともに、専門医によるかかりつけ医をサポートする体制の13 

整備や薬剤師、看護師などの医療従事者への研修を実施し、認知症対応力14 

の向上を図ります。 15 

 16 

○  現在、全ての市町村に認知症初期集中支援チーム※32及び認知症地域支援17 

推進員※33が設置・配置されています。 18 

 市町村が、支援チームの体制強化や推進員の複数配置などができるよう、19 

研修受講の支援を行います。 20 

 21 

○  医療・介護などの連携強化のため、関係者が一堂に集まる機会を定期的22 

に設け、有識者や関係機関の意見を伺いながら、県の認知症施策に反映さ23 

せるとともに、各分野の連携強化を図ります。 24 

 これらの活動が、多職種と連携しながら円滑に機能するよう、研修会の25 

開催や認知症ケアパス・退院調整ルールの活用支援などを実施していきま26 

す。 27 

 28 

医療と介護の連携 29 

 30 

○ 多職種の連携の推進 31 

 関係団体等と連携して、多職種連携の窓口となる在宅療養支援診療所等32 

の在宅医療推進の拠点を整備し、多職種連携を推進します。 33 

 また、県では、平成 22 年度から県歯科医師会に委託して「福島県在宅34 

歯科医療連携室※34」を設置しています。今後も、患者の退院前から、退院35 

する医療機関、在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所、地域包括36 

支援センター※35、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、薬局等の37 

多職種によるサービス調整の場を構築する等、多職種連携のための環境整38 

備を進めます 39 

 40 

 41 
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◯ 在宅医療・介護連携の推進 1 

 在宅医療・介護連携の推進に関しては、地域医師会等の関係機関との連2 

携が重要となるため、県は関係機関との調整を行いながら、在宅医療・介3 

護連携支援センターの設置など、市町村及び地域包括支援センターが在宅4 

医療・介護連携を推進できるよう支援します。 5 

   6 

○  市町村及び医師会等の関係機関等の事業の推進役を対象とした研修会を7 

開催して、市町村の取組を支援します。 8 

 9 

○  入院医療から退院後の在宅復帰が円滑にできるよう、全圏域において策10 

定・運用している退院調整ルールの評価・見直しを毎年度実施し、医療機11 

関と居宅サービス事業所等が連携し、情報共有できる体制整備を推進しま12 

す。 13 

 14 

○  市町村や地域包括支援センターが開催する「地域ケア会議」では、多職15 

種が協働して個別ケースの支援内容の検討を行っています。県では、「地域16 

ケア会議」におけるネットワーク構築機能を強化するため、研修会の開催17 

や専門職派遣事業を実施し、「地域ケア会議」の充実を図ります。 18 

   19 

○ 地域リハビリテーションの推進 20 

 誰もがその人なりの自立した生活に向けた支援を効果的かつ円滑に受け21 

られるよう、県地域リハビリテーション支援センター※36等と連携して、多22 

職種による地域リハビリテーション提供体制の整備を図ります。 23 

 また、地域住民が主体となり、その人なりの自立した生活に向けて自ら24 

努力できるよう、広く地域住民に対し、自立支援を働きかけます。 25 

 26 

○ 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス※37の適切な提供 27 

 重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間28 

を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しな29 

がら、定期巡回訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応サービス」30 

が適切に提供されるよう、市町村での適切な整備について技術的な助言を31 

行います。 32 

 33 

○ 複合型サービスの整備 34 

 利用者のニーズ（医療ニーズ含む）に応じて柔軟に小規模多機能型サー35 

ビスなどの提供を受けやすくなる小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、36 

複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する複合型37 

事業所※38の市町村での適切な整備に資するよう、要介護高齢者数や、その38 

地域の医療・介護等社会資源の状況等を広域的な視点で分析し、情報提供39 

する等、技術的な助言を行います。 40 

 41 
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○ 福祉･介護人材育成の推進 1 

 介護保険施設・事業所等のサービス提供者として、介護福祉士、社会福2 

祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者等の福祉･介護人材の育3 

成を推進し、医療職種とも連携しながら高齢者が安心してサービスを受け4 

ることができるよう努めます。 5 

 6 

 7 

骨折対策の推進 8 

 9 

○ 身体機能の維持・向上 10 

 身体機能の維持・向上を図るため、望ましい食習慣や健康的な運動習慣等11 

の適切な生活習慣の普及啓発に努めます。 12 

 13 

○ 骨粗鬆症検診の受診促進 14 

 骨粗鬆症検診受診率の向上に向け、市町村や関係機関と連携し、県民が主15 

体的に検診を受診する意識の醸成を図るための普及啓発等を推進します。 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

※32 認知症初期集中支援チーム：医師を含む複数の専門職が認知症の人やその家族に初期の段階から関27 
わり、集中的な支援を実施します。 28 

※33 認知症地域支援推進員：推進員は、医療・介護等の連携を図るための支援や認知症の人やその家族29 
を支援する相談業務などを行います。 30 

※34 福島県在宅歯科医療連携室：寝たきりなどにより通院が困難な方、病気やけがの治療・リハビリな31 
どにより入院されている方、介護施設に入所されている方が治療を希望される場合に、訪問歯科診32 
療を行う歯科医院を紹介している。 33 

※35 地域包括支援センター：介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、34 
介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。各市町村に設置される。 35 

※36 県地域リハビリテーション支援センター：:県が県内に１カ所指定するリハビリテーションの中核36 
機関で、地域リハビリテーション広域支援センターに対する支援、リハビリテーション資源の調37 
査・研究、関係団体・ 医療機関との連絡・調整を行う。 38 

※37 定期巡回・随時対応サービス：「定期巡回･随時対応型訪問介護看護」のことで、次の２つの類型が39 
ある。 40 
① 一つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する介護・看護一体型 41 
② 訪問介護を行う事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する介護・看護連42 
携型（看護サービスのうち、居宅での療養上の世話・診療の補助は連携先が提供） 43 

※38 複合型事業所：要介護度が高く、医療ニーズの高い高齢者に対応するため、小規模多機能型居宅介44 
護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる小規模多機能型居宅介護事業所のことで、45 
ケアマネ―ジャーによるサービスの一元管理により、利用者のニーズに応じた柔軟なサービス提供46 
が可能。  47 
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 1 

医療や介護が必要な状態になっても、安心して自分らしい生活を継続するた2 

めには、限られた医療資源を有効に活用しながら、安全で質が高く効率的な医3 

療提供体制の構築が必要であるため、地域の医療機関の機能分化と連携を進め4 

ます。 5 

 6 

○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局制度の普及定7 

着化 8 

 プライマリ・ケア※39を担う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医の定着に9 

向け、県民への普及啓発を推進します。 10 

 また、お薬手帳等を活用した薬歴管理及び服薬指導により医薬品の重複11 

投与を防止するとともに、かかりつけ薬剤師・薬局をもつことのメリット12 

について広く PR を行います。 13 

さらにスマートフォンを利用した電子版お薬手帳の普及啓発を図ります。 14 

 15 

○ 地域連携クリティカルパス※40導入に向けた環境整備 16 

 関係機関や関係団体等と連携して、疾病ごとに疾病の発症から診断、治17 

療、リハビリといった一連の診療計画を複数の医療機関で共有する地域連18 

携クリティカルパスの導入を進めます。 19 

 20 

○ 地域医療構想の実現 21 

 地域医療構想に基づき、各構想区域において不足する病床機能など将来22 

必要となる医療提供体制の整備に向けて、地域医療構想調整会議を活用し23 

た医療機関相互の協議を進めていきます。 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

※39 プライマリ・ケア：病気の初期診療・第一次医療のこと。 37 

※40 地域連携クリティカルパス：地域において、患者が受ける診療段階に応じて診療を受ける医療機関38 

の流れを示した、診療するすべての医療機関等が共有する疾患ごと患者ごとの治療計画。 39 

病床機能の分化及び連携の推進 
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 1 

精神障がい者が早期退院できる環境を整えるためにも、地域の一員として安2 

心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障がい者にも対応した3 

地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があります。 4 

 5 

○ 地域移行に関する協議 6 

 精神障がい者地域移行・地域定着促進検討会を設置し、各保健福祉事務7 

所の圏域連絡会や市町村等の各地域（自立支援）協議会とも連携しながら、8 

精神障がい者が安心して自分らしく生活できる地域づくりを推進します。 9 

 10 

○ 精神障がい者に対する正しい理解の促進 11 

 地域移行を促進するためには、精神障がいに対する正しい知識や理解を12 

深めることが不可欠であることから、広く啓発活動を行います。 13 

 14 

○ 早期退院支援のための取組 15 

 精神障がい者の早期退院や地域移行を促進するため、ピアサポーター※41
16 

等と協働し退院への意欲を高めるとともに、服薬等の治療に加え、本人や17 

家族が疾患の理解を深めることが出来るよう、適切な支援を行います。 18 

 また、官民協働かつ多職種連携で地域移行を促進するための研修会を行19 

うことにより、人材育成や圏域単位での地域移行を推進するためのネット20 

ワークを強化します。 21 

 22 

○ 生活の場の確保 23 

 地域における生活の場の充実を図るため、居住の確保に努めるとともに、24 

グループホーム等の整備とサービスの向上に対する支援を行います。 25 

 26 

○ 地域生活を支援するサービスの充実 27 

 精神障がい者の地域生活を医療の面から支援するため、精神科訪問看護28 

の充実を図ります。 29 

 30 

○ 就労支援等の日中活動の場の充実 31 

 地域生活を送る上で必要な、就労支援や自立訓練等の日中活動系サービ32 

スの提供体制の充実を図ります。 33 

 34 

○ 相談支援体制の整備 35 

 地域で生活する精神障がい者が、身近なところで適切な相談を受けるこ36 

とができるよう相談支援体制の整備を支援します。 37 

 38 

※41 ピアサポーター：「ピア」とは「仲間」という意味で、自らの精神疾患や精神障がいの経験を活か39 
し、ピア（仲間）として支え合う活動をする方々のことをいう。 40 

精神障がい者の地域移行 
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２ 施策を推進するための関係者の役割と連携 1 

 2 

本計画に定める目標の達成に向けて、県の取組だけでなく、県民、医療保険3 

者、市町村、医療機関等関係当事者すべてがその役割を認識し、互いに連携し4 

ながら取り組んでいくことが重要です。 5 

さらに、医療審議会や保険者協議会等と情報交換や相互に連携、協力できる6 

体制づくりを進めることが求められます。 7 

 8 

 9 

◯  県民一人一人が自らの加齢に伴って生じる心身の変化等を自覚して常に10 

健康の保持増進に努めることが必要です。若い時から健康に留意することに11 

より、生活習慣病を引き起こす要因を防ぎ、そのことが結果として医療費の12 

伸びの抑制につながっていくと考えられます。自分の健康は自分で守ると同13 

時に、みんなの健康も守っていくという認識の下、禁煙、食事（特に減塩と14 

野菜摂取の増加）、運動等に留意した日常生活を送ることが求められます。 15 

 16 

◯  特定健康診査・特定保健指導やがん検診等を含めた定期的な健康診査を積17 

極的に受診し、マイナポータルでの特定健康診査情報等の閲覧等により健康18 

情報の把握に努め、保険者等が健康の保持増進のために実施する保健指導等19 

の支援を受けながら、積極的に生活習慣を見直し、疾病の早期発見、早期治20 

療に努めることが求められます。また、一般用医薬品の適切な使用など、症21 

状や状況に応じた適切な行動をとることが求められます。 22 

 23 

◯  運動や食習慣を改善していくための自主活動、サークル活動への参加や、24 

社会参加としてボランティアや県民自らが行う地域ぐるみの取組などに積25 

極的に参加することが求められます。 26 

 27 

◯  地域の医療を守るため、自身の生活圏における医療の状況に関心を持つと28 

ともに、医療機関の適正受診等、医療サービスの適正な利用に努めることが29 

求められます。 30 

 31 

◯  後発医薬品の使用は、自らの経済的負担の軽減や医療保険財政の改善に資32 

するものであることを理解し、積極的に使用するよう心掛けるとともに、医33 

薬品の適正使用の観点からお薬手帳を有効に活用することが求められます。 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

県民に期待される役割 
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 1 

◯  特定健康診査・特定保健指導の実施（ハイリスクアプローチ）が各保険者2 

に義務づけられ、保険者は、特定健康診査等実施計画を策定し、特定健康診3 

査・特定保健指導実施率、特定保健指導対象者の割合の減少率に関する数値4 

目標を掲げることとなっています。 5 

 6 

◯  特定健康診査・特定保健指導の実施に当たっては、保険者間はもちろん事7 

業者が行う健康診断との連携を図り、円滑に実施することが求められます。8 

また、特定保健指導へのアウトカム評価の導入や ICT の活用等により実施9 

率の向上を図ることが求められます。 10 

 11 

◯  加入者の健康課題を踏まえ、データヘルス計画に基づく事業を実施するこ12 

とにより効果的かつ効率的に保健事業を実施することが求められます。 13 

 14 

◯  重症化予防に係る取組や、加入者の健康管理等に係る自助努力を促す取組15 

などを推進していくことが求められます。 16 

 17 

◯  後発医薬品の使用促進のため、使用促進の効果が確認されている自己負担18 

の差額通知等の取組を推進することや、重複投与是正に向けた取組を推進し19 

ていくことが求められます。 20 

 21 

◯  保険者協議会において、関係者と共同で、地域の実情を把握するとともに、22 

目標達成に向けた必要な取組を検討し、必要に応じて、計画への意見を出す23 

ことが求められます。 24 

 25 

 26 

 27 

◯  地域住民の健康増進に関する責任を担っており、健康教育、健康相談等を28 

通じて効果的にメタボリックシンドロームの概念等の生活習慣病に関する29 

啓発活動(ポピュレーションアプローチ)を積極的に推進することが求めら30 

れます。 31 

 32 

◯  住民のライフステージに応じた、切れ目のない、包括的な健康づくりを推33 

進するため、市町村は職域保健と連携し、健康情報のみでなく、健康づくり34 

のための保健事業を共有していくことが求められます。 35 

 36 

◯  健康づくりには様々な活動があることから、住民が参加しやすい運動や食37 

生活の習慣を改善していくための自主活動、サークルの育成、支援を行うこ38 

とが求められます。 39 

医療保険者に期待される役割 

市町村に期待される役割 
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 1 

◯  従来から実施してきた、がん検診等保健事業についても健康増進法に基づ2 

いて着実に実施し、早期発見、早期治療に結びつけることが求められます。 3 

 4 

◯  県が策定する介護保険事業支援計画と連携し、介護保険事業計画を策定す5 

ることにより、介護サービスの需要に適切に対応することが求められます。 6 

 7 

 8 

 9 

◯  予防・健康づくりの取組や医療費適正化に協力するとともに、良質かつ適10 

切な医療を提供することが求められます。 11 

 12 

◯  特定健康診査等の実施や医療の提供に際して、質の高い効率的な医療を提13 

供する役割があります。 14 

 15 

◯  医療提供体制においては、患者の状態に応じた医療資源を適切に提供する16 

ことが求められています。そのため、地域において、他の医療機関との役割17 

分担と連携を意識した医療の提供を図り、医療機関相互の協議により、地域18 

における病床機能の分化及び連携に応じた自主的な取組を進めていくとと19 

もに、保健や福祉との連携が求められております。 20 

 21 

◯  県民は安全・安心な医療が提供されることを期待しています。そのため医22 

療従事者は、患者・家族との信頼関係の構築に努め、県民の視点に立った医23 

療を提供することが求められます。 24 

 25 

◯  患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応、調剤に必要な体制の整26 

備に努めること、一元的・継続的な薬学的管理を通じた重複投与等の是正等27 

の取組が求められます。 28 

 29 

 30 

 31 

◯  労働安全衛生法に基づく定期健康診断の実施に当たっては、保険者が実施32 

する特定健康診査・保健指導と十分に連携し、効果的、効率的に実施するこ33 

とが求められます。 34 

 35 

◯  労働者のライフステージに応じた、切れ目のない、包括的な健康づくりを36 

推進するため、職域保健は市町村等地域保健と連携し、健康情報のみでなく、37 

健康づくりのための保健事業を共有していくことが求められます。 38 

 39 

医療機関・医療関係者に期待される役割 

事業者・企業に期待される役割 
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◯  従業員の健康の保持・増進は、仕事の効率を維持・向上させる上で重要な1 

要素であるとの認識のもと、従業員の健康管理や健康づくりに対してより一2 

層積極的に取り組むなど、「健康経営」を実践していくことが求められます。 3 

 4 

 5 

 6 

◯  マスメディアは不特定多数の人々を対象に、大量の情報を迅速に送ること7 

ができるという特徴を活かし、科学的根拠に基づいた正しい情報を広く県民8 

に伝達することで、施策の推進を支援することが求められます。 9 

 10 

 11 

 12 

◯  保険者協議会のほか、医療審議会等あらゆる機会を通じて保険者、健診・13 

保健指導機関、介護サービス事業者等と、普段から情報交換を行い、相互に14 

連携及び協力を行えるような体制づくりに努めます。 15 

 16 

◯  『県民の健康の保持の推進に関する施策』として、「東日本大震災・原子17 

力災害の影響に配慮した健康づくり」、「生活習慣病の発症予防の徹底」、「生18 

活習慣病の早期発見・早期治療」、「喫煙による健康被害の回避」、「予防接種19 

の普及啓発」、「糖尿病性腎症の重症化予防の取組の推進」、「高齢者の心身機20 

能の低下等に起因した疾病予防・介護予防」、「保険者の医療費適正化施策に21 

対する支援」に取り組むとともに、『医療の効率的な提供の推進に関する施22 

策』として、「東日本大震災・原子力災害からの復興」、「後発医薬品及びバ23 

イオ後続品の使用促進」、「医薬品の適正使用の推進」、「医療資源の効果的・24 

効率的な活用」、「医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供25 

の推進」、「病床機能の分化及び連携の推進」、「精神障がい者の地域生活移行」26 

に取組みます。 27 

 28 

◯  国民健康保険の財政運営の責任主体として、保険者機能の発揮という役割29 

を担います。 30 

 31 

マスメディア(報道機関)に期待される役割 

県の役割 
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３ 計画期間における医療に要する費用の見通し 1 

  2 

厚生労働省が作成した「第四期医療費適正化計画都道府県医療費の将来推計3 

ツール」を用いて推計すると、医療費の適正化を実施しない場合の本県の県民4 

医療費は、令和 11 年度には約 6,644 億円になると推計されます。 5 

「生活習慣病対策」及び「後発医薬品の使用促進」に加え、生活習慣病（糖6 

尿病）の重症化予防や医薬品の適正使用等の「地域差縮減に向けた取組」の効7 

果に関する数値目標が達成されることによる令和 11 年度の本県の医療費は、8 

約 6,558 億円となり、適正化効果は約 86 億円と推計されます。 9 

図 32 福島県の医療費適正化効果の推計 10 

 11 
データ：第四期医療費適正化計画都道府県医療費の将来推計ツール（厚生労働省）活用 12 

 

6,192
6,286

6,373
6,462

6,553
6,644

6,110
6,203

6,290
6,378

6,467
6,558

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

令和6(2024) 令和7(2025) 令和8(2026) 令和9(2027) 令和10(2028) 令和11(2029)

県
民
総
医
療
費
（
億
円
）

適正化前の推計額

適正化後の推計額

【医療費の見込み（全体・制度区分別）】                     （億円） 

 令和 6 
(2024) 

令和 7 
(2025) 

令和 8 
(2026) 

令和 9 
(2027) 

令和 10 
(2028) 

令和 11 
(2029) 

令和 6 と 
令和 11 の比較 
(令和 11-令和 6) 

全体 
 

6,110 
(6,192) 

6,203 
(6,286) 

6,290 
(6,373) 

6,378 
(6,462) 

6,467 
(6,553) 

6,558 
(6,644) 

448 
(452) 

市町村 

国保 

1,356 
(1,374) 

1,346 
(1,364) 

1,320 
(1,338) 

1,301 
(1,318) 

1,293 
(1,310) 

1,291 
(1,308) 

△65 
(△66) 

後期高齢

者医療 

2,853 
(2,891) 

2,952 
(2,992) 

3,075 
(3,116) 

3,182 
(3,224) 

3,285 
(3,328) 

3,384 
(3,428) 

531 
(537) 

被用者 

保険等 

1,900 
(1,925) 

1,904 
(1,929) 

1,893 
(1,918) 

1,887 
(1,913) 

1,882 
(1,906) 

1,882 
(1,907) 

△18 
(△18) 

【1 人当たり保険料の機械的な試算（令和 11(2029)年度）（月額）】 

市町村国保 6,538 

(6,624) 

後期高齢者医療 6,549 

(6,633) 

                                   （円） 

※上段は医療費適正化を行った場合、下段は医療費適正化を行わなかった場合の医療費 

※なお、市町村国保の一人当たり保険料については、令和 11 年度県内保険料（税）水準統一に向 

 けて収納率等の調整が必要なことから、試算より増額となることも想定される。 
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 1 

【医療費の将来見通しの推計における基本的考え方】 

（１）推計期間 

第四期福島県医療費適正化計画の計画期間の最終年度である令和 11 年度までとする。 

（２）推計の対象となる医療費 

住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に算出する。 

また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度である令和 11 年度の市町村国

民健康保険及び後期高齢者医療制度の 1人当たり保険料を試算する。 

（３）推計方法 

医療費の将来の見通しの推計に当たっては、厚生労働省が作成した推計ツールを用いる。 

 

【適正化前の推計】 

 令和元年度の 1 人当たり医療費と、平成 27 年度から令和元年度までを算定基礎として算出

した 1 人当たり医療費の伸び率（高齢化の影響や診療報酬の改定の影響を補正している）及び

将来推計人口を用いて次式により算出する。 

  

○令和元年度の 1人当たり医療費× 

 令和元年度から令和 11年度までの 1人当たり医療費の伸び率×令和 11年度の将来推計人口 

 

【適正化後の推計】 

第四期では、入院外は、基本方針に従い、下記項目の効果を見込むこととする。入院は、病

床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の医療費の増加分については、現時点では移行する患

者の状態等が明らかでないため、見込まない。 

（１）特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上による効果 

   ＊下記項目について、国が設定した規定値を目標値として設定。 

    特定健診実施率：70% 

    特定保健指導実施率：45% 

    特定保健指導の対象者割合：17％ 

    特定保健指導による効果：6,000 円 

（２）後発医薬品の使用促進による効果 

   ＊後発医薬品：令和 3 年度の現況値 83.3％を将来目標普及率として設定。（令和 3年

度を下回る目標の設定は不可） 

   ＊バイオ後続品：バイオ後続品に 80%以上置き換わった成分数を全体の成分数の

60%以上とするため、バイオ医薬品 16 品目のうち、10 品目について、80％以上

の目標普及率と設定。（16 品目それぞれの目標普及率は国の設定に従う） 

（３）地域差縮減に向けた取組による効果 

   ①糖尿病の重症化予防の取組 

    ＊全国平均を上回る都道府県の平均縮減率「7.0%」を設定。 

   ②重複投与の適正化 

    ＊3 医療機関以上の重複投与患者が半減することを目標として設定。 

   ③複数種類の医薬品投与の適正化 

    ＊国の基本指針に従い、1人当たりの投薬種類数を「6種類」として設定。 

   ④効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化 

    ＊抗菌薬使用の削減率について、規定値として設定されている「50%」を目標削減

率として設定。 

   ⑤医療資源の投入量に地域差がある医療の適正化 

    ＊白内障及び化学療法の外来治療の実施について、それぞれ、国の規定に従い、「全

国平均との差を半減した場合の効果額」を目標として設定。 
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第 5章 計画の推進 1 

１ ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の推進 2 

 3 

計画を着実に推進し、実効性を高めるために、計画策定、実施、点検・評価4 

及び見直し・改善の一連の循環（ＰＤＣＡサイクル）により計画の進行管理及5 

び評価を実施します。 6 

 7 

図３０ PDCA サイクル 8 

 9 

 10 

 11 

（１） 進捗状況評価  12 

本計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、年度毎に13 

進捗状況を把握し、福島県医療費適正化計画検討会において評価するとと14 

もに、結果を公表し、保険者協議会等及び厚生労働大臣に報告します。 15 

また、進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる16 

場合又は医療費が医療費の見込みを著しく上回ると見込まれる場合には、17 

その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消するために取り組むべき18 

施策等の内容ついて見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう努めま19 

す。 20 

 21 

（２） 進捗状況に関する調査及び分析 22 

第五期福島県医療費適正化計画の作成に資するため、計画期間の最終年23 

度である令和 11 年度に、保険者協議会等の意見を聴いた上で、計画の進24 

捗状況に関する調査及び分析を行うとともに、結果を公表し、厚生労働大25 

臣に報告します。 26 

 27 

（３） 実績評価 28 

計画期間が終了した翌年度の令和 12 年度に、保険者協議会の意見を聴29 

いた上で、計画に掲げる数値目標の達成状況を中心とした実績評価を行う30 

とともに、結果を公表し、厚生労働大臣に報告します。 31 

 32 

Plan 

計画の策定・
目標の明確化

Do

各種施策の実施
Check

計画の点検・
評価

Action

目標達成のため
の見直し・改善
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さらに 、計画に定めた施策の取組状況、目標値の達成状況及び令和 111 

年度の市町村国保と後期高齢者医療の１人当たり保険料の機械的な試算に2 

ついて分析し、その結果をその後の取組に活かしていきます。 3 

なお、厚生労働大臣は、実績評価の結果、医療の効率的な提供の推進に4 

関する目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要と認めるときは、5 

県の区域内における診療報酬ついて、地域の実情を踏まえつつ、適切な医6 

療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認7 

められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異な8 

る定めをすることができるとされています。 9 

この定めをするに当たってあらかじめ行われる国との協議に際して、県10 

は 自ら行った実績評価の結果を適宜活用して対応します。 11 

 12 

２ 計画の推進体制 13 

 14 

計画の目標達成のため、保険者や医療関係者等と連携するとともに、計画の15 

作成及び実績評価にあたっては保険者協議会等の場を活用し、関係者の意見を16 

踏まえた取組を推進していきます。 17 

 18 

（１）福島県医療費適正化計画検討会の設置 19 

本県における医療費適正化の総合的な取組を円滑に推進するため、「福島20 

県医療費適正化計画検討会」（議長：保健福祉部政策監）において、計画の21 

進捗状況や実績に関する評価を行います。 22 

評価に当たっては、目標の達成状況、取組実施状況の把握及び分析等によ23 

る計画の進行管理を行います。 24 

 25 

（２）関係者の意見を計画推進に反映させるための体制整備 26 

本計画を実効性のあるものにするため、当事者その関係者、外部の専門家27 

の意見を計画に反映させていくことが求められます。 28 

そのため、医療審議会や保険者協議会等の場において、意見を聴取してい29 

きます。 30 

 31 

（３）県民への周知 32 

県民一人一人が、自分の健康は自分で守ると同時に、みんなの健康も守る33 

という意識を持つことができるよう、県は県民に対して本計画に関する情報34 

提供を実施します。 35 

 36 

（４）市町村との連携 37 

市町村は、介護サービスの基盤を担うともに健康増進事業を実施する立場38 

であることから、県は計画を推進するに当たっては、市町村と協議し、連携39 

を図ります。 40 
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 1 

（５）保険者等との連携 2 

 保険者は、保健事業の実施主体であることから、県は計画を推進するに当3 

たっては、保険者協議会を通じて、より一層保険者等との連携を図ります。 4 

 5 

（６）医療の担い手等との連携 6 

   医療の担い手は、予防・健康づくりや医療費適正化の取組への協力とと7 

もに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割があることから、保8 

険者協議会への参画などにより、医療の担い手との連携を図ります。 9 

 10 
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参考資料   

「第四期福島県医療費適正化計画」策定経過 1 

 2 

5 

年度 
内容 

4 月 

基
本
構
成
検
討 

 

5 月  

6 月  

7 月 
１４日 福島県医療費適正化計画検討会① 

１９日 福島県保険者協議会① 

8 月 
１０日 福島県医療審議会保健医療計画調査部会① 

２１日 福島県医療費適正化計画ワーキンググループ① 

9 月  

基本構成取りまとめ 

10月 

素
案
検
討 

 ３日 福島県医療費適正化計画ワーキンググループ② 

 ５日 福島県保険者協議会医療費適正化計画・医療計画ワーキング① 

１０日 福島県医療審議会保健医療計画調査部会② 

11月 
 １日 福島県医療費適正化計画検討会② 

２８日 福島県医療審議会保健医療計画調査部会③ 

12月 

  日 市町村への意見照会 

  日 関係機関への意見照会 

  日 パブリックコメント 

素案取りまとめ 

1 月 

最
終
案
検
討 

 

2 月  

3 月  

「第四期福島県医療費適正化計画」決定 

 3 
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福島県医療費適正化計画検討会設置要綱 1 

 2 

（設置） 3 

第１条 福島県医療費適正化計画の策定及び総合的かつ円滑な推進を図るため、4 

福島県医療費適正化計画検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 5 

 6 

（所掌事務） 7 

第２条 検討会は、次に掲げる事項を協議する。 8 

(1) 医療費適正化計画の策定、進行管理及び評価に関すること。 9 

(2) その他、会長が必要と認める事項。 10 

 11 

（構成） 12 

第３条 検討会は、保健福祉部政策監及び別表１に掲げる職にある者をもって13 

構成する。 14 

２ 検討会の会長は、保健福祉部政策監の職にある者をもって充てる。 15 

 16 

（会議） 17 

第４条 検討会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 18 

２  会長は、必要に応じて、専門知識を有する者その他関係者に対し、検討19 

会への出席及び意見の陳述又は資料の提供を求めることができる。  20 

 21 

（ワーキンググループ） 22 

第５条 検討会に、医療費適正化計画ワーキンググループ(以下「ワーキンググ23 

ループ」という。) を置くことができる。 24 

２ ワーキンググループの構成員は保健福祉部企画主幹及び別表２構成員の25 

欄に掲げる課室の長がそれぞれ指名する者とする。 26 

３ ワーキンググループに座長を置く。 27 

４ ワーキンググループの座長は保健福祉部企画主幹をもって充てる。 28 

５ 座長は、必要に応じてワーキンググループを招集し、会議を主宰する。 29 

６ ワーキンググループは別表２調査検討内容の欄に掲げる事項について調30 

査検討を行う。 31 

７  ワーキンググループの座長は、必要に応じて、専門知識を有する者その32 

他関係者に対し、ワーキンググループへの出席及び意見の陳述又は資料の33 

提供を求めることができる。 34 

 35 

（庶務） 36 

第６条 検討会及びワーキンググループの庶務は保健福祉総務課において処理37 

する。 38 

 39 

（補則） 40 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営その他必要な事項は、会41 

長が別に定める。 42 
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  附 則 1 

１ この要綱は、平成２４年９月１３日から施行する。 2 

２ 福島県医療制度対策推進会議設置要綱（平成１８年９月１４日）は、廃止3 

する。 4 

 5 

  附 則 6 

この要綱は、平成２５年１月７日から施行する。 7 

 8 

  附 則 9 

この要綱は、平成２７年１１月１２日から施行する。 10 

 11 

  附 則 12 

この要綱は、令和 2 年 3 月 4 日から施行する。 13 

 14 

 附 則 15 

この要綱は、令和 5 年 4 月 14 日から施行する。 16 

 17 

別表１(第３条関係) 18 

保健福祉総務課長         

国民健康保険課長    

高齢福祉課長 

障がい福祉課長 

健康づくり推進課長 

地域医療課長 

医療人材対策室長 

感染症対策課長 

薬務課長 

児童家庭課長 

 19 

別表２（第５条関係） 20 

 21 

構成員 調査検討内容 

国民健康保険課 

高齢福祉課 

障がい福祉課 

健康づくり推進課 

地域医療課 

医療人材対策室 

感染症対策課 

薬務課 

児童家庭課 

１ 医療費適正化計画の策定に関すること。 

（データ収集、分析、指標設定、方策の検討等） 

２ 医療費適正化計画の進行管理、評価に関すること。 

（数値目標の達成状況評価、施策の取組み状況と

数値目標の達成状況との因果関係の分析、施策の

見直し等） 

３ 関連計画との調整に関すること。 

４ その他、医療費適正化計画の策定、進行管理及び

評価に必要な事項に関すること。 
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